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別紙
独立行政法人肥飼料検査所平成１４年度業務実績評価シート

［中期目標・中期計画の各項目ごとの評価］ （◎大項目、○中項目、◇小項目、※中期目標期間における評価項目）

評価結果中期目標項目 中期計画項目 年度計画項目 評価指標及び評価方法等 事業年度報告

第２ 業務運営の効率化に関 第１ 業務運営の効率化に関 第１ 業務運営の効率化に関 ◎業務運営の効率化 Ａ
する事項 する目標を達成するため する目標を達成するため 指標＝Ａ評価となった中項目

とるべき措置 とるべき措置 の数

A:A評価の中項目数 ８
B:A評価の中項目数 ４～７
(又はC評価がない場合)
C:上記のA,B以外の場合

当該評価を下すに至った経
緯、中期目標や中期計画に記
載されている事項以外の業績
等特筆すべき事項を併せて記
載する。

１ 肥料関係業務 １ 肥料関係業務 １ 肥料関係業務 １ 肥料関係業務 １ 肥料関係業務

（１）肥料の登録又は仮登 （１）肥料の登録又は仮登 （１）肥料の登録又は仮登 ○肥料の登録又は仮登録の申 （１）肥料の登録又は Ａ
録の申請に係る調査 録の申請に係る調査 録の申請に係る調査 請に係る調査 仮登録の申請に係
未利用資源の肥料化 肥料の登録又は仮登 肥料の登録又は仮登 【各年度における評価】 る調査

の進展等を背景とし 録の申請に係る調査の 録の申請に係る調査の 指標＝中期計画において規定 肥料の登録又は
て、今後、肥料の登録 質を確保しつつ、当該 質を確保しつつ、当該 されている職員１人当 仮登録の申請に係
の申請が年間約５％増 調査に係る職員１人当 調査に係る職員１人当 たりの調査件数の向上 る調査の質を確保
加すると見込まれる中 たりの調査件数を約５ たりの調査件数を向上 しつつ、当該調査
で、肥料の品質保全の ％向上させるため、次 させるため、次に掲げ 平成13年度 146.8件/人 に係る職員１人当
効率的かつ効果的な推 に掲げる事項を推進す る事項を推進する。 平成14年度 146.9件/人 たりの調査件数を
進に資するため、その る。 平成15年度 147.0件/人 向上させるため、
申請に係る調査の質を 平成16年度 147.2件/人 次に掲げる事項を
確保しつつ、業務の効 平成17年度 147.3件/人 推進した。
率化、職員の資質の向 ア 登録申請マニュアル ア 肥料の登録申請に関 ア 肥料の登録申
上等を図ることによ 及び登録Ｑ＆Ａの作成 する問い合わせ事務の A:達成度合90%以上 請に関する問い
り、当該調査に係る職 ・配布並びにこれらの 合理化を図るため、作 B:達成度合50%以上90%未満 合わせ事務の合
員１人当たりの調査件 ホームページへの掲載 成した登録申請マニュ C:達成度合50%未満 理化を図るた
数を約５％向上させ を行い、肥料の登録申 アル及び登録Ｑ＆Ａを め、作成した登
る。 請に関する問い合わせ 要請に基づき配布する 録申請マニュア

事務の合理化を図る。 とともに、ホームペー ル、登録Ｑ＆Ａ
ジに掲載した登録申請 等を要請に基づ
マニュアル等を活用し き配布するとと
てもらうように努め もに、ホームペ
る。 ージに掲載した

登録申請マニュ
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アル等を活用し
てもらうよう努
めた。
作成・配布し

ホームページに
掲載した登録申
請マニュアル等
は、次のとおり
である。
（ア 「登録の手）
引き」

（イ 「生産工程）
の概要の書き
方」

（ウ 「仮登録・）
外国生産登録
の手引き」

（エ 「表示の手）
引き」

（オ 「登録Ｑ＆）
Ａ」

イ 原材料及び生産工程 イ 肥効及び主成分・有 イ 肥効及び主成
のデータベース化を図 害成分に関する公定規 分・有害成分に
ることにより、肥効及 格との適合性に関する 関する公定規格
び主成分・有害成分に 確認業務の効率化を目 との適合性に関
関する公定規格との適 的として、作成した原 する確認業務の
合性に関する確認業務 材料及び生産工程のデ 効率化を目的と
の効率化を図る。 ータベース取りまとめ して、原材料及

書式及びデータベース び生産工程のデ
ソフトに基づき、デー ータベース化を
タベースの作成を開始 開始した。
する。

ウ 有害成分分析に関す ウ 分析業務の効率化を ウ 分析業務の効
るスクリーニング手法 図るため、開発した蛍 率化を図るた
蛍光Ｘ線分析の導入 光Ｘ線分析を用いた有 め、蛍光Ｘ線分（ ）
を実用化し、分析業務 害成分分析に関するス 析を用いた有害
の効率化を図る。 クリーニング手法を導 成分分析に関す

入するとともに、引き るスクリーニン
続き有害成分分析に関 グ手法のうち、
するスクリーニング手 汚泥肥料中のク
法を検討する。 ロム及び鉛の分

析手法を導入し
た。
肥料の登録又は

仮登録の申請の調
査に係る職員１人
当たりの調査件数
は２５６．７件と
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． 、８３ ０％増加し
職員１人当たりの
調査件数の向上に
より対応した。
また、汚泥肥料

中の銅及び亜鉛の
スクリーニング手
法を開発した。

（参考）数値目標の評
価に当たっての基準値
は、肥料の登録、仮登
録の申請に係る調査は
業者からの申請による
ものであり、年度によ
る変動が大きいことか
ら平成１１年度以前５
カ年間の平均を用いて
いる。

（２）収去品の検査 （２）収去品の検査 （２）収去品の検査 ○収去品の検査 （２）収去品の検査 Ａ
（ ）未利用資源の肥料化 平成１１年の肥料取 平成１１年の肥料取 【各年度における評価】 平成１１年の肥 ４点

の進展等を背景とし 締法の改正により、有 締法の改正により、有 指標＝各小項目の評価点数の 料取締法の改正に
て、平成１１年の肥料 害成分を含有するおそ 害成分を含有するおそ 合計 より、有害成分を
取締法の改正により、 れが高い汚泥肥料等の れが高い汚泥肥料等の 含有するおそれが
有害成分を含有するお 公定規格が定められ 公定規格が定められ 各小項目の評価点数の区分 高い汚泥肥料等の
それが高い汚泥肥料等 た。これを踏まえ、従 た。これを踏まえ、従 は以下のとおりとする。 公定規格が定めら
の公定規格が定められ 来から検査の対象とし 来から検査の対象とし Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ れた。これを踏ま
た。これにより、今後 てきた肥料の分析成分 てきた肥料の分析成分 Ｃ評価：０点 え、従来から検査
は、肥料の品質保全上 点数を約１０％削減す 点数を約１０％削減す の対象としてきた
登録後の定期的な検査 る一方、汚泥肥料等の る一方、汚泥肥料等の A:４点 肥料の分析成分点
が必要となるととも 有害成分を含有するお 有害成分を含有するお B:２点以上４点未満 数を２２．０％
に、有害成分等検査項 それが高い肥料の検査 それが高い肥料の検査 C:２点未満 （１，９０６点）削
目の多い肥料が増加す を充実させるため、次 を充実させるため、次 減する一方、汚泥
ることが見込まれる。 に掲げる事項を推進す に掲げる事項を推進す 肥料等の有害成分
このような中で、検査 る。 る。 ◇分析成分点数の削減 を含有するおそれ Ａ
の質の確保を図るた 【各年度における評価】 が高い肥料の検査
め、従来から検査の対 指標＝中期計画において規定 を充実させるた
象とする肥料の分析成 されている従来から検 め、次に掲げる事
分点数を約１０％削減 査の対象としてきた肥 項を推進した。
する一方で、汚泥肥料 料の分析成分点数の削 これにより、汚
等の有害成分を含有す 減 泥肥料等の収去点
るおそれが高い肥料の 数は１３６．０％
検査を充実させる。 平成13年度 434点の削減 増と大きく増加

平成14年度 842点の削減 し、安全性確保の
平成15年度 851点の削減 充実が図れた。

ア 品質管理の不十分な ア 品質管理の不十分な 平成16年度 859点の削減 ア 品質管理の不十



- 4 -

種類の肥料に重点化を 種類の肥料に重点化を 平成17年度 868点の削減 分な種類の肥料に
図ることにより、収去 図ることにより、収去 重点化を図ること
点数（汚泥肥料生産業 点数（汚泥肥料生産業 A:達成度合90%以上 により、収去点数
者等新規業者とみなせ 者等新規業者とみなせ B:達成度合50%以上90%未満 （汚泥肥料生産業
る事業者が生産する肥 る事業者が生産する肥 C:達成度合50%未満 者等新規業者とみ
料を除く ）を現行よ 料を除く ）を現行よ なせる事業者が生。 。
り約１５％削減する。 り約１５％削減する。 産する肥料を除

◇汚泥肥料等の検査の充実 く ）を現行より Ａ。
【各年度における評価】 ２０．８％削減し
指標＝汚泥肥料等の有害成分 た。

イ 集中的に分析・鑑定 イ 集中的に分析・鑑定 を含有するおそれが高 イ 集中的に分析・
を行うことにより検査 を行うことにより検査 い肥料の検査の充実 鑑定を行うことに
の効率化を図る。 の効率化を図る。 より検査の効率化

各年度の年度計画において を図った。平成１
設定されている具体的目標に ４年度において
基づき、以下により評価を行 は、基本的に、毎
う。 月その月のうちの

１週間に極力集中
A:計画どおり達成した して立入検査を実
B:概ね計画どおり達成した 施し、当該月の収
C:計画どおり達成できなかっ 去品について一括
た して分析・鑑定を

行った。
ウ 有害成分分析に関す ウ 分析業務の効率化を ウ 分析業務の効率
るスクリーニング手法 図るため、開発した蛍 化を図るため、蛍
を実用化し、分析業務 光Ｘ線分析を用いた有 光Ｘ線分析を用い
の効率化を図る。 害成分分析に関するス た有害成分分析に

クリーニング手法を導 関するスクリーニ
入するとともに、引き ング手法のうち汚
続き有害成分分析に関 泥肥料中のクロム
するスクリーニング手 及び鉛の分析手法

。 、法を検討する。 を導入した また
汚泥肥料中の銅及
び亜鉛のスクリー
ニング手法を開発
した。

（参考）数値目標の評
価に当たっての基準値
は、平成１３年度の独
立行政法人化において
従前の収去品の検査業

、務を継承したことから
平成１２年度の実績数
値を用いている。

（３）肥料取締法の規定に （３）立入検査等 （３）立入検査等 ※立入検査 （３）立入検査等
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よる立入検査、質問及 平成１１年の肥料取 平成１１年の肥料取 中期目標期間における評価 平成１１年の肥【 】
び収去 締法の改正に伴い、立 締法の改正に伴い、立 指標＝中期目標期間中に全事 料取締法の改正に
ア 未利用資源の肥料 入検査業務の対象とな 入検査業務の対象とな 業者に対して立入検査 伴い、立入検査業
化の進展等を背景と る生産事業場数が増加 る生産事業場数が増加 を実施 務の対象となる生
して、平成１１年の することとなった。こ することとなった。こ 産事業場数が増加
肥料取締法の改正が れを踏まえ、従来の検 れを踏まえ、従来の検 A:全事業者の90%以上実施 することとなっ
行われ、これに伴い 査対象肥料の立入検査 査対象肥料の立入検査 B:全事業者の50%以上90%未満 た。これを踏ま
立入検査業務の対象 件数及び収去点数を約 件数及び収去点数を約 実施 え、従来の検査対
となる生産事業場数 １５％削減する一方、 １５％削減する一方、 C:全事業者の50%未満実施 象肥料の立入検査
が増加することが見 汚泥肥料等の立入検査 汚泥肥料等の立入検査 件数及び収去点数
込まれる。このよう 業務を充実させるた 業務を充実させるた ○立入検査等 をそれぞれ１５． Ａ

） （ ）な中で、農林水産大 め、次に掲げる事項を め、次に掲げる事項を 【各年度における評価】 ９％（８２件 、 ６点
臣の指示に従い、肥 推進する。 推進する。 指標＝各小項目の評価点数の ２０．８％（２３
料の品質保全の効率 合計 ２点）削減する一
的かつ効果的な推進 方、汚泥肥料等の
に資するため、 各小項目の評価点数の区分 立入検査業務を充

（ア）肥料取締法の改 は以下のとおりとする。 実させるため、次
正以前から立入検 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ に掲げる事項を推
査業務の対象とな Ｃ評価：０点 進した。
っている生産事業 これにより、汚
場については、過 A:６点 泥肥料等の立入検
去５カ年の立入検 B:３点以上６点未満 査数は１６４．７
査の結果に基づき C:３点未満 ％増と大きく増加
、品質管理等の不 し、安全性確保の
十分な生産事業場 充実が図れた。
に対して立入検査 ア 従来の検査対象肥料 ア 従来の検査対象肥料 ◇立入検査件数 ア 従来の検査対象 Ａ
業務の重点化を図 について、農林水産大 について、農林水産大 【各年度における評価】 肥料について、農
ることにより、立 臣の指示に従い過去の 臣の指示に従い過去の 指標＝中期計画において規定 林水産大臣の指示
入検査件数を約１ 検査実績を基に、品質 検査実績を基に、品質 されている従来の検査 に従い過去の検査
５％削減するとと 管理に問題が少ない生 管理に問題が少ない生 対象肥料の立入検査件 実績を基に、品質
もに、 産事業場を中心に検査 産事業場を中心に検査 数の削減 管理に問題が少な

（イ）未利用資源を原 の頻度を削減する。 の頻度を削減する。 い生産事業場を中
料とし、有害成分 平成13年度 ２６件の削減 心に検査の頻度を
を含有するおそれ 平成14年度 ７６件の削減 削減した。
が高い汚泥肥料等 イ 汚泥肥料等の生産事 イ 汚泥肥料等の生産事 平成15年度 ７７件の削減 イ 汚泥肥料等の生
の生産事業場に対 業場に対する立入検査 業場に対する立入検査 平成16年度 ７７件の削減 産事業場に対する
する立入検査件数 業務について、農林水 業務について、農林水 平成17年度 ７８件の削減 立入検査業務につ
及び収去点数の増 産大臣の指示に従い立 産大臣の指示に従い立 いて、農林水産大
加を図る 入検査件数及び収去点 入検査件数及び収去件 A:達成度合90%以上 臣の指示に従い立

こととする。 数の増加を図る。 数の増加を図る。 B:達成度合50%以上90%未満 入検査件数及び収
また、これらとと C:達成度合50%未満 去点数の増加を図

もに、中期目標の期 った。
間中に全事業者に対 ウ 品質管理の不十分な ウ 品質管理の不十分な ウ 品質管理の不十
して立入検査を実施 種類の肥料に重点化を 種類の肥料に重点化を ◇収去点数 分な種類の肥料 Ａ
する。 図る。 図る。 【各年度における評価】 （収去点数も考慮
さらに、肥料に起 指標＝中期計画において規定 した上で、平成１

因した事故発生等の されている従来の検査 ３年度において品
緊急時における農林 対象肥料の収去点数の 質管理が不十分の
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水産大臣からの指示 削減 割合の高かった汚
に対し、機動的かつ 泥肥料）に重点化
効率的な対応によ 平成13年度 56点の削減 を図った。
り、速やかにその原 平成14年度 164点の削減
因究明等を図る。 平成15年度 165点の削減 （参考）数値目標の評

イ 効率的かつ効果的 平成16年度 166点の削減 価に当たっての基準値
な検査を行っていく 平成17年度 167点の削減 は、平成１３年度の独
ため、肥料等の収去 立行政法人化において
に際して、品質管理 A:達成度合90%以上 従前の立入検査業務を
の不十分な種類の肥 B:達成度合50%以上90%未満 継承したことから、平
料を重点的に収去す C:達成度合50%未満 成１２年度の実績数値
ること等により、中 を用いている。
期目標の期間中の収
去点数（汚泥肥料生 ◇汚泥肥料等の検査の充実 Ａ
産業者及び新規業者 【各年度における評価】
が生産する肥料等を 指標＝中期計画において規定
除く ）を約１５％ されている汚泥肥料等。
削減するとともに、 の立入検査業務の充実
未利用資源を原料と
する汚泥肥料等につ
いては、収去点数を 従来の検査対象肥料の立入
増加させる。 検査件数削減に応じた汚泥肥

料の立入検査件数を増加す
る。

A:達成した
C:達成できなかった

２ 飼料及び飼料添加物関 ２ 飼料及び飼料添加物関 ２ 飼料及び飼料添加物関 ２ 飼料及び飼料添加物関係 ２ 飼料及び飼料添加
係業務 係業務 係業務 業務 物関係業務

（１）飼料及び飼料添加物 （１）飼料及び飼料添加物 （１）飼料及び飼料添加物 ○飼料及び飼料添加物の検査 （１）飼料及び飼料添 Ａ
の検査等 の検査等 の検査等 等 加物の検査等
飼料及び飼料添加物 飼料及び飼料添加物 飼料及び飼料添加物 【各年度における評価】 飼料及び飼料添

の分析・鑑定試験につ の分析・鑑定試験につ の分析・鑑定試験につ 指標＝中期計画において規定 加物の分析・鑑定
いて 検査技術の向上 いて 検査技術の向上 いて 検査技術の向上 されている基準案試験 試験について、検、 、 、 、 、 、
試験実施の集約化、分 試験実施の集約化、分 試験実施の集約化、分 に従事する労働時間当 査技術の向上、試
析機器等の効率的な使 析機器等の効率的な使 析機器等の効率的な使 たりの試験点数の増加 験実施の集約化、
用等により業務運営を 用等による業務運営の 用等による業務運営の 分析機器等の効率
効率化し、約５％増加 効率化を図り、試験に 効率化を図り、試験に 平成13年度 2.26点/日 的な使用等による
させる。 従事する労働時間当た 従事する労働時間当た 平成14年度 2.29点/日 業務運営の効率化

りの試験点数を約５％ りの試験点数を前年比 平成15年度 2.31点/日 を図り、試験に従
増加させるため、次に で１％増加させるた 平成16年度 2.33点/日 事する労働時間当
掲げる事項を推進す め、次に掲げる事項を 平成17年度 2.36点/日 たりの試験点数を
る。 推進する。 前年比で１％増加

A:達成度合90%以上 させるため、次に
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B:達成度合50%以上90%未満 掲げる事項を推進
C:達成度合50%未満 し、結果として労

働時間当たりの試
験点数は、２．３
１８点／日（対前
年比０．２４％、
平成１２年度比
３．３８％）増加
した。

ア 残留農薬及びかび毒 ア 残留農薬及びかび毒 ア 同時定量法が
については、化学構造 については、化学構造 開発されている
式等性状が類似してい 式等性状が類似してい 残留農薬及びか
る複数成分を同一操作 る複数成分を同一操作 び毒について
で一斉に分析する。 で一斉に分析する。 は、化学構造式

等性状が類似し
ている複数成分
を同一操作で一
斉に分析すると
ともに、新たに
デオキシニバレ
ノール及びニバ
レノールの液体
クロマトグラフ
（ＨＰＬＣ）に
よる同時定量法
を採用した。

イ 性状が類似している イ 性状が類似している イ 性状が類似し
複数成分については、 複数成分については、 ている複数成分
同一操作で多成分を同 同一操作で多成分を同 については、同
時に分析する方法等の 時に分析する方法等の 一操作で多成分
開発・改良に努める。 開発・改良に努める。 を同時に分析す

る方法等の開発
・改良を行っ
た。具体的な対
応は、次のとお
りである。

（ア）飼料中のア
トラジン及び
シマジン（残
留農薬）の同
時分析法を開
発し、実用可
能な方法とし
た。

（イ）ガスクロマ
トグラフ（Ｇ
Ｃ）を用いた
飼料中のトリ
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コテセン系か
び毒５成分の
同時分析法及
びＨＰＬＣを
用いたトリコ
テセン系かび
毒２成分の同
時定量法を開
発し、実用可
能な方法とし
た。

（ウ）ｷｬﾋﾟﾗﾘｰ電
気泳動法によ
るサイレージ
中の９種類の
有機酸の同時
定量法を開発
し、実用可能
な方法とし
た。

（エ）ＨＰＬＣを
用いた配合飼
料中のカンタ
キサンチン及
びβ-ｱﾎﾟ-8'-
ｶﾛﾁﾝ酸ｴﾁﾙｴｽﾃ
ﾙ（色素）の
同時定量法を
開発し､実用
可能な方法と
した。

ウ 試験実施期間等を明 ウ 試験実施期間等を明 ウ かび毒、農薬
確にし、集約化を推進 確にし、集約化を推進 等のモニタリン
する。 する。 グサンプルを特

定の月にまとめ
て分析するな
ど、試験実施期
間等を明確に
し、集約化を推
進した。

（参考）数値目標の評
価に当たっての基準値
は、平成１３年度の独
立行政法人化において
従前の飼料及び飼料添
加物の検査等の業務を
継承したことから、平
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成１２年度の実績数値
を用いている。

（２）飼料の安全性の確保 （２）立入検査等 （２）立入検査等 ○立入検査等 （２）立入検査等 Ａ
及び品質の改善に関す 飼料の安全性の確保 飼料の安全性の確保 【各年度における評価】 飼料の安全性の (４点)
る法律の規定による立 及び品質の改善に関す 及び品質の改善に関す 指標＝以下に掲げる事項の評 確保及び品質の改
入検査、質問及び収去 る法律第２１条の２の る法律第２１条の２の 価点数の合計 善に関する法律第
飼料の安全性の確保 規定に基づく収去及び 規定に基づく収去及び ２１条の２の規定

及び品質の改善に関す 付随するモニタリング 付随するモニタリング 以下に掲げる事項の評価点 に基づく収去及び
る法律（昭和２８年法 検査を効率的かつ効果 検査を効率的かつ効果 数の区分は以下のとおりとす 付随するモニタリ
律第３５号）第２１条 的に行っていくため、 的に行うため、平成元 る。 ング検査を効率的
の２の規定に基づく立 各事業年度ごとに立入 年以降に国が実施した Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ かつ効果的に行う
入検査については、① 検査結果及び収去品の 立入検査結果及び収去 Ｃ評価：０点 ため、国が実施し
基準・規格等の適合状 検査結果のデータベー 品の検査結果の約半数 た立入検査結果及
況 飼料製造業者等届 ス化を行うとともに、 （約１４,０００件） A:４点 び収去品の検査結、 、
飼料製造管理者届等の 中期計画期間中に飼料 及び飼料製造業者届等 B:２点以上４点未満 果１５，１５５件
情報のデータベース化 製造業者、飼料輸入業 の約半数 C:２点未満 （平成７年度～１
を行い、立入検査に係 者、飼料添加物製造業 （約２,０００件）の ２年度)及び平成
る事務の迅速・効率化 者及び飼料製造管理者 データベース化を完成 ・立入検査結果及び収 １４年度の立入検 Ａ
を図るとともに、②当 届のデータベース化を させる。当該データベ 去品の検査結果のデ 査結果及び収去品
該データベースを有効 行うことにより、製造 ース等を活用して製造 ータベース化 の試験結果
に活用して製造業者等 業者等の製造等の実態 業者等の実態及び基準 ・飼料製造業者届等の ２，２８５件の計 Ａ
の実態及び基準・規格 及び基準・規格等の遵 ・規格等の遵守状況等 データベース化 １７，４４０件の
等の遵守状況等の把握 守状況等を把握し、も を把握することによ データベース化を
に努めることにより、 って効率的な立入検査 り、国内単体飼料製造 上記の各事項について、各 行うとともに、平
飼料の安全性の確保の 等の実施体制の整備を 業者等の製造による魚 年度の年度計画において設定 成１４年１２月末
ための国内単体飼料製 行い、飼料の安全性の 粉、肉骨粉、植物性油 されている具体的目標に基づ までの飼料製造業
造業者等の製造に係る 確保に係る重要性を勘 かす、ふすま等に係る き達成度を評価することと 者等届１，２７６
飼料の検査を効率化 案した効率的な収去及 重金属、病原微生物の し、その評価方法は以下のと 件及び飼料製造管
し、牛海綿状脳症の発 びモニタリング検査の モニタリング検査を効 おりとする。 理者届８０３件の
生防止を図るための肉 実施に努める。具体的 率的に実施するととも A:達成度合90%以上 計２，０７９件の
骨粉等の検査及び我が には、製造実態等の把 に、牛海綿状脳症（Ｂ B:達成度合50%以上90%未満 データベース化を
国の飼料の大部分を占 握が可能な国内単体飼 ＳＥ）の発生防止を図 C:達成度合50%未満 行った。当該デー
める輸入飼料原料の検 料製造業者等の製造に るための肉骨粉等の分 タベース等を活用
査の充実を図る等適切 係る飼料の検査を効率 析・鑑定及びとうもろ して製造業者等の
な対応をとる。 化し、牛海綿状脳症の こし、乾牧草に係る遺 実態及び基準・規

発生防止を図るため肉 伝子組換え体 かび毒 格等の遵守状況等、 、
骨粉等の検査及び事前 残留農薬のモニタリン を把握することに
に製造品質管理状況の グ検査を充実する。 より、国内単体飼
把握が困難でありかつ 料製造業者等の製
我が国の飼料の大部分 造による魚粉、肉
を占める輸入飼料原料 骨粉、植物性油か
の検査を充実すること す、ふすま等に係
を基本とし、各事業年 る重金属、病原微
度ごとに年度計画で具 生物のモニタリン
体化を図り実施する。 グ検査を効率的に

実施するととも
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に、牛海綿状脳症
（ＢＳＥ）の発生
防止を図るための
肉骨粉等の分析・
鑑定及びとうもろ
こし、乾牧草に係
る遺伝子組換え
体、かび毒、残留
農薬のモニタリン
グ検査を充実し
た。

３ 土壌改良資材関係業務 ３ 土壌改良資材関係業務 ３ 土壌改良資材関係業務 ３ 土壌改良資材関係業務 ３ 土壌改良資材関係
業務

（１）集取品の検査 （１）集取品の検査 （１）集取品の検査 ○集取品の検査 （１）集取品の検査 Ａ
集取品の検査に関し 集取品の検査につい 集取品の検査につい 【各年度における評価】 集取品の検査に

ては、集中的な検査を て、集中的に検査を行 て、集中的に検査を行 指標＝中期計画において規定 ついて、集中的に
行うこと等により、集 うことにより、集取品 うことにより、集取品 されている集取品１点 検査を行うことに
取品１点当たりに要す １点当たりに要する試 １点当たりに要する試 当たりに要する試験時 より、集取品１点
る試験時間を約１０％ 験時間を約１０％削減 験時間を約１０％削減 間の削減 当たりに要する試
削減する。 する。 する。 験時間を１９．５

（ ． ）平成13年度 1.01時間の削減 ％ ２ ０６時間
平成14年度 1.02時間の削減 削減した。
平成15年度 1.03時間の削減
平成16年度 1.04時間の削減 （参考）数値目標の評
平成17年度 1.06時間の削減 価に当たっての基準値

は、平成１３年度の独
A:達成度合90%以上 立行政法人化において
B:達成度合50%以上90%未満 従前の集取品の検査業
C:達成度合50%未満 務を継承したことか

ら、平成１２年度の実
績数値を用いている。

（２）地力増進法の規定に （２）立入検査等 （２）立入検査等 ○立入検査等 （２）立入検査等 Ａ
（ ）よる立入検査 過去５カ年間の立入 過去の立入検査結果 【各年度における評価】 過去の立入検査 ４点

地力増進法（昭和５ 検査結果を踏まえ、農 を踏まえ、農林水産大 指標＝以下に掲げる事項の評 結果を踏まえ、農
９年法律第３４号）第 林水産大臣の指示に従 臣の指示に従い、表示 価点数の合計 林水産大臣の指示
１７条の規定に基づ い、表示が不適切な製 が不適切な製造業者等 に従い、表示が不
き、農林水産大臣の指 造業者等に対する立入 に対する立入検査業務 以下に掲げる事項の評価点 適切な製造業者等
示に従い、効率的かつ 検査業務の重点化を図 の重点化を図る また 数の区分は以下のとおりとす に対する立入検査。 、
効果的な立入検査を行 る。また、現時点にお 現時点において立入検 る。 業務の重点化を図
っていくため、 いて立入検査未実施業 査未実施業者が相当程 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ った。また、現時

者が相当程度存在する 度存在することから、 Ｃ評価：０点 点において立入検
① 過去５カ年間の立 ことから、未実施業者 未実施業者を極力減ら 査未実施業者が相
入検査結果を踏ま を極力減らすよう立入 すよう、農林水産大臣 A:４点 当程度存在するこ
え、表示が不適切な 検査を実施するため、 の指示に従い立入検査 B:２点以上４点未満 とから、未実施業
製造業者等に対する 立入検査結果及び品質 を実施する。また、立 C:２点未満 者を極力減らすよ
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立入検査業務の重点 管理状況のデータベー 入検査結果及び品質管 う、農林水産大臣
化を図るとともに、 ス化により、立入検査 理状況のデータベース ・農林水産大臣の指示 の指示に従い立入 Ａ

② 現時点において立 の対象とする土壌改良 化を図ることを目的と の下での表示の不適 検査を実施した。
入検査未実施業者が 資材の重点化を図る。 して、作成したデータ 切な製造業者に対す これらを円滑に実
相当程度存在するこ ベースの書式及びデー る立入検査業務の重 施するため、立入
とから、未実施業者 タベースソフトに基づ 点化 検査結果及び品質
を極力減らすよう立 き、データベースの作 ・立入検査結果及び品 管理状況について Ａ
入検査を実施するこ 成を開始する。 質管理状況のデータ のデータベース化
ととする。 ベース化による立入 を開始した。

検査の対象とする土
壌改良資材の重点化

上記の各事項について、各
年度の年度計画において規定
されている具体的目標に基づ
き達成度を評価することと
し、その評価方法は以下のと
おりとする。
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

４ 業務運営の効率化によ ４ 業務運営の効率化及び ○業務運営の効率化による経 ○財務諸表 Ａ
る経費の抑制 財務運営の改善 費の抑制

指標＝各年度の運営費交付金 ４ 業務運営の効率化
業務運営の効率化によ 業務運営の効率化によ で行う事業に係る経費 による経費の節減

る経費の抑制について る経費の抑制について （人件費及び評価実施
は、各事業年度の人件費 は、各事業年度の人件費 年度の新規事業費を １４年度決算におけ
を除く運営費交付金で行 を除く運営費交付金で行 除く）の抑制 る人件費及び新規事業
う事業について、少なく う事業について、少なく 費を除く運営費交付金
とも対前年比で１％抑制 とも対前年比で１％抑制 A:対前年度比の抑制率が1%以 で行う事業に要した経
する。 する。 上 費は４６１百万円であ

、 ．B:対前年度比の抑制率が0.7% り 対前年決算比で１
以上1%未満 ６％の経費の削減を図

C:対前年度比の抑制率が0.7% った。
未満

※１４年度決算額
（１３年度決算額）
①運営費交付金支出決
算額
１，７８７

（１，７６６）百万円
②うち人件費及び新規
事業費
１，３２６

（１，２９７）百万円
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③うちその他事業費
（③＝①一②）

４６１
（４６８）百万円

④対前年度決算比
４６１百万円

／４６８百万円
≒９８．４１８％

第３ 国民に対して提供する 第２ 国民に対して提供する 第２ 国民に対して提供する ◎業務の質の向上 Ａ
サービスその他の業務の サービスその他の業務の サービスその他の業務の 指標＝Ａ評価となった中項目
質の向上に関する事項 質の向上に関する目標を 質の向上に関する目標を の割合

達成するためとるべき措 達成するためとるべき措
置 置 A:Aの割合90%以上

B:Aの割合50%以上90%未満
(又はC評価がない場合)
C:上記のA,B以外の場合

当該評価を下すに至った経
緯、中期目標や中期計画に記
載されている事項以外の業績
等特筆すべき事項を併せて記
載する。

１ 肥料関係業務 １ 肥料関係業務 １ 肥料関係業務 １ 肥料関係業務 １ 肥料関係業務

（１）肥料の検査 （１）肥料の検査 （１）肥料の検査 （１）肥料の検査 （１）肥料の検査

ア 肥料の登録又は仮登 ア 肥料の登録又は仮登 ア 肥料の登録又は仮登 ○肥料の登録又は仮登録の申 ア 肥料の登録又 Ａ
（ ）録の申請に係る調査 録の申請に係る調査 録の申請に係る調査 請に係る調査 は仮登録の申請 20点

に係る調査
（ア）肥料の登録等の申 （ア）肥料の登録等の申 （ア）肥料の登録等の申 【各年度における評価】 （ア）肥料の登録

請に係る調査等につ 請に係る調査につい 請に係る調査につい 指標＝以下に掲げる事項の評 等の申請に係
いては、未利用資源 ては、今後、肥料の ては、申請者の利便 価点数の合計 る調査につい
の肥料化の推進等を 登録等の申請が年間 等に供するため、そ 以下に掲げる事項の評価点 ては、申請者
背景として、今後、 約５％増加すると見 の調査結果の農林水 数の区分は以下のとおりとす の利便等に供
肥料の登録等の申請 込まれる中で、申請 産大臣への報告を現 る。 するため、そ
が年間約５％増加す 者の利便等に供する 行の調査期間内に完 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ の調査結果の
ると見込まれる。 ため、その調査結果 了できるよう、次に Ｃ評価：０点 農林水産大臣
このような中で、 の農林水産大臣への 掲げる事項を推進す への報告を現

申請者の利便等に供 報告を現行の調査期 る。 A:１８点以上 行の調査期間
するため、迅速な登 間内に完了できるよ B:１０点以上１８点未満 内に完了でき
録手続が可能となる う、次に掲げる事項 C:１０点未満 るよう、次に
よう事務処理の効率 を推進する。 掲げる事項を
化等を図り、農林水 ・新規登録申請の３０ 推進した。 Ａ
産大臣への調査結果 ａ 登録申請マニュア ａ 登録申請者に対し 日以内の報告 ａ 登録申請者
の報告を、次の期間 ル及び登録Ｑ＆Ａの て肥料登録に関する ・登録更新申請の１５ に対して肥料 Ａ
内に完了する。 作成・配布並びにこ 情報提供を推進する 日以内の報告 登録に関する
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ａ 新規登録申請 れらのホームページ ため、作成した登録 ・登録証の書替交付等 情報提供を推 Ａ
３０日 への掲載により、登 申請マニュアル及び の申請の３０日以内 進するため、

ｂ 登録更新申請 録申請者に対して肥 登録Ｑ＆Ａを要請に の報告 作成した登録
１５日 料登録に関する情報 基づき配布するとと ・登録申請マニュアル 申請マニュア Ａ

ｃ 登録証の書替交付 提供を推進する。 もに、ホームページ の作成 ル、登録Ｑ＆
等の申請 ３０日 に掲載した登録申請 ・登録Ｑ＆Ａの作成 Ａ等を要請に Ａ

マニュアル等を活用 ・原材料のデータベー 基づき配布す Ａ
してもらうように努 ス化 るとともに、
める。 ・生産工程のデータベ ホームページ Ａ

ース化 に掲載した登
・有害成分分析に関す 録申請マニュ Ａ
るスクリーニング手 アル等を活用
法の実用化 してもらうよ

・肥料の登録情報等の う努めた。 Ａ
登録後３０営業日以 作成・配布
内のデータベース化 しホームペー

・肥料登録アンケート ジに掲載た登 Ａ
の実施 録申請マニュ

アル等は、次
上記の各事項について、各 のとおりであ

年度の年度計画において設定 る。
されている具体的目標に基づ （ア 「登録の）
き達成度を評価することと 手引き」
し、その評価方法は以下のと （イ 「生産工）
おりとする。 程の概要の
A:計画どおり達成した 書き方」
B:概ね計画どおり達成した （ウ 「仮登録）
C:計画どおり達成できなか ・外国生産
った 登録の手引

き」
（エ 「表示の）
手引き」

（オ 「登録Ｑ）
＆Ａ」

ｂ 原材料及び生産工 ｂ 肥効及び主成分・ ｂ 肥効及び主
程のデータベース化 有害成分に関する公 成分・有害成
を図ることにより、 定規格との適合性に 分に関する公
肥効及び主成分・有 関する登録調査業務 定規格との適
害成分に関する公定 の迅速化を図ること 合性に関する
規格との適合性に関 を目的として、作成 登録調査業務
する、登録調査業務 した原材料及び生産 の迅速化を図
の迅速化を図る。 工程のデータベース ることを目的

取りまとめ書式及び として、原材
データベースソフト 料及び生産工
に基づき、データベ 程のデーター
ースの作成を開始す ベース化を開
る。 始した。

ｃ 有害成分分析に関 ｃ 分析業務の迅速化 ｃ 分析業務の
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するスクリーニング を図るため、開発し 迅速化を図る
手法を実用化し、分 た蛍光Ｘ線分析を用 ため、蛍光Ｘ
析業務の迅速化を図 いた有害成分分析に 線分析を用い
る。 関するスクリーニン た有害成分分

グ手法を導入すると 析に関するス
ともに、引き続き有 クリーニング
害成分分析に関する 手法のうち、
スクリーニング手法 汚泥肥料中の
を検討する。 クロム及び鉛

の分析手法を
導入した。
これによ

り、肥料の登
録等の申請に
係る調査につ
いて、その調
査結果の農林
水産大臣への
報告を現行の
調査期間内に
完了した。
また、汚泥
肥料中の銅及
び亜鉛のスク
リーニング手
法を開発し
た。

（イ）肥料の登録情報等 （イ）肥料の登録情報等 （イ）肥料の登録情報に （イ）肥料の原材
については、登録後 については、登録後 ついては、登録後３ 料等消費者の
３０営業日以内にこ ３０営業日以内にこ ０営業日以内にこれ 関心の高い情
れをデータベース化 れをデータベース化 をデータベース化 報を迅速かつ
し、その原材料等消 し、その原材料等消 し、その原材料等消 確実に提供す
費者の関心の高い情 費者の関心の高い情 費者の関心の高い情 ることを目的
報を迅速かつ確実に 報を迅速かつ確実に 報を、要請に基づき として、登録
提供する。 提供する。 迅速かつ確実に提供 後３０営業日

する。 以内に肥料の
登録情報等の
データベース
化を開始し
た。これにつ
いて、肥飼料
検査所のホー
ムページにデ
ータ提供して
いる旨を掲載
し、要望に応
じてデータを
提供するもの
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とした。
（ウ）肥料の登録等の申 （ウ）肥料の登録等の申 （ウ）肥料の登録等の申 （ウ）登録申請窓

請者に対し、業務に 請者に対し、その都 請者に対し、職員の 口に来所した
ついてのアンケート 度、職員の対応や登 対応や登録業務に関 申請者等に対
を実施し、その結果 録業務に関するアン するアンケート調査 し、調査票を
を評価することによ ケート調査を実施 を実施し、その結果 渡し、平成１
り業務運営の改善を し、その結果を評価 の評価を行う。 ４年４月から
行う。 することにより、業 １５年３月の

務運営の改善を行 間、９１名の
う。 方から回答が

あった。
その結果、

職員の対応等
については問
題がなかった
が、登録申請
窓口の場所が
わかりにくい
という指摘が
あったので、
改善した。

イ 肥料公定規格の設定 イ 肥料公定規格の設定 イ 肥料公定規格の設定 ○肥料公定規格の設定等に関 イ 肥料公定規格 Ａ
（ ）等に関する調査 等に関する調査 等に関する調査 する調査 の設定等に関す 12点

【各年度における評価】 る調査 (満点=
（ア）仮登録肥料に係る （ア）仮登録肥料に係る （ア）施肥設計、土壌条 指標＝以下に掲げる事項の評 （ア）仮登録肥料 12点)

肥効試験について、 肥効試験について、 件等を考慮した計画 価点数の合計 に係る肥効試
申請者の利便等に供 原則として１年以内 的な試験の推進によ 験について
するため、原則とし に試験結果を取りま り、平成１４年度に 以下に掲げる事項の評価点 は、１件（平
て１年以内に試験結 とめ、農林水産大臣 開始した仮登録肥料 数の区分は以下のとおりとす 成１４年４月
果を取りまとめ、農 に報告できるよう、 に係る肥効試験につ る。 ２５日付け仮
林水産大臣の設定す 施肥設計、土壌条件 いて、原則として１ Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ 登録の肥料に

） 、る肥料の公定規格に 等を考慮し、計画的 年以内に試験結果を Ｃ評価：０点 ついて 行い
関する基礎資料とし な試験の推進によ 取りまとめ、平成１ 平成１４年１
て、農林水産大臣に り、迅速化を図る。 ５年度までに農林水 A:満点×90%以上 １月１９日付
報告する。 産大臣に報告できる B:満点×50%以上かつ満点× けで農林水産

ようにする。 90%未満 大臣あてに報
C:満点×50%未満 告した。

（イ）肥料の消費者、生 （イ）肥料の消費者、生 （イ）肥料の消費者、生 （イ）肥料の消費
産業者等の要望（ア 産業者等の要望（ア 産業者等の要望や科 ｢満点｣=｢以下に掲げる事項の 者、生産業者
ンケート調査の結果 ンケート調査を含 学的知見の集積等を うち評価を行う事項数｣×2点 等の要望や科
を含む ）や科学的 む ）や科学的知見 踏まえ、肥料公定規 学的知見の集。 。
知見の集積等を踏ま の集積等を踏まえ、 格の設定等に関する ・仮登録肥料に係る肥 積等を踏ま Ａ
え、肥料公定規格の ダイオキシン類含有 以下のａ～ｄの調査 効試験の計画的な推 え、肥料公定
設定等に関する調査 実態調査、病原性大 を実施するととも 進 規格の設定等
について、ダイオキ 腸菌O-157含有実態 に、ｅ～ｇに掲げる （仮登録がなかった に関する以下
シン類等肥料の安全 調査等肥料の安全性 事項を推進する。 場合は、当事項の評 のａ～ｄの調
性に関する課題を中 に関する課題を中心 価は行わない ） 査を実施する。
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心に、中期目標の期 に、中期目標の期間 ・肥料の安全性に関す とともに、ｅ Ａ
間中に４件調査結果 中に４件の調査結果 る課題を中心に、４ ～ｇに掲げる
を取りまとめ、農林 を取りまとめる。 件の調査結果の取り 事項を推進し
水産大臣に報告する このため、次に掲 まとめ た。
とともに 公表する げる事項を推進す ａ 肥料中のダイオキ ・農業者に対する定期 ａ 肥料中の Ａ、 。

る。 シン類含有量調査 的なアンケート調査 ダイオキシ
等の実施 ン類含有量

ａ 農業者、生産業者 ・生産業者等に対する 調査 Ａ
等に対して定期的に 定期的なアンケート 工業汚泥
アンケート調査等を 調査等の実施 肥料２２
実施するとともに、 ・公定規格に対する要 点、混合汚 Ａ
ホームページに公定 望に関するホームペ 泥肥料４
規格に対する要望に ージの設置 点、水産副
関するページを設 ・学識経験者等で構成 産物発酵肥 Ａ
け、一般国民からの する委員会等におけ 料２点及び
ニーズを把握する。 る試験設計及び試験 汚泥発酵肥

結果の評価の実施 料２２点の
ｂ 調査を効率的に実 計５０点中
施するため、学識経 上記の各事項について、各 のダイオキ
験者等で構成する委 年度の年度計画において設定 シン類の含
員会等において、試 されている具体的目標に基づ 有量を調査
験設計及び試験結果 き達成度を評価することと した。
の評価を実施する。 ｂ りん酸質肥料及び し、その評価方法は以下のと ｂ りん酸質

複合肥料中のセレン おりとする。 肥料及び複
＊ 取りまとめる：調 含有量調査 A:計画どおり達成した 合肥料中の
査研究を行い、検討 B:概ね計画どおり達成した セレン含有
し、その結果を取り C:計画どおり達成できなか 量調査
まとめ、公表資料と った 化成肥料
する。以下同じ。 等１００点

中のセレン
の含有量を
調査した。

ｃ りん酸質肥料及び ｃ りん酸質
複合肥料中のアンチ 肥料及び複
モン含有量調査 合肥料中の

アンチモン
含有量調査
化成肥料

等１００点
中のアンチ
モンの含有
量を調査し
た。

ｄ 牛ふんたい肥等中 ｄ 牛ふんた
の病原性大腸菌O-15 い肥等中の
7含有実態調査 病原性大腸

菌O-157含
有実態調査
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１５０点
中の病原性
大腸菌O-15
7の含有実
態を調査し
た。

ｅ 農業者、生産業者 ｅ 農業者、
等に対して、公定規 生産業者等
格に対する要望に関 に対して、
するアンケート調査 公定規格に
を実施する。 対する要望

に関するア
ンケートを
実施した。

ｆ ホームページ上 ｆ ホームペ
に、公定規格に対す ージ上に、
る要望に関するペー 一般国民か
ジを設け、一般国民 らのニーズ
からのニーズを把握 を把握する
する。 ための公定

規格に対す
る要望に関
するページ
を設置し
た。

ｇ 調査を効率的に実 ｇ 調査を効
施するため、平成１ 率的に実施
４年度末に、学識経 するため、
験者で構成する肥料 平成１５年
等技術検討会を開催 ３月２５日
し、平成１４年度に に、５名の
実施した調査研究結 学識経験者
果の評価を行うとと 等で構成す
もに、平成１５年度 る肥料等技
の調査研究計画を検 術検討会を
討する。 開催し、平

成１４年度
に実施した
調査研究結
果の評価を
行うととも
に、平成１
５年度の調
査研究計画
を検討し
た。
肥料等技

術検討会委
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（ ）員 肩書き
は次のとお
りである。
栃木県農

業試験場環
境技術部
長、千葉県
農業総合研
究センター
検査業務課
長、独立行
政法人農業
環境技術研
究所化学環
境部重金属
研究グルー
プ長、財団
法人日本肥
糧検定協会
参与、財団
法人日本食
品分析セン
ター多摩研
究所副所長

ウ 収去品の検査 ウ 収去品の検査 ウ 収去品の検査 ○収去品の検査 ウ 収去品の検査 Ａ
（ ）【各年度における評価】 ４点

指標＝各小項目の評価点数の
合計

各小項目の評価点数の区分
は以下のとおりとする。
Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､
Ｃ評価：０点

A:４点
B:２点以上４点未満
C:２点未満

（ア）肥料の品質保全を （ア）肥料の品質保全を （ア）肥料の品質保全を ◇植害試験 （ア）肥料の品質 Ａ
図るため、収去品の 図るため、収去品の 図るため、収去品の 【各年度における評価】 保全を図るた
うち、安全性の確認 うち、安全性の確認 うち、安全性の確認 指標＝中期計画において定め め、収去品の
の必要がある肥料に の必要がある肥料に の必要がある肥料に られている植害試験の うち、安全性
ついての植害試験を ついての植害試験を ついての植害試験を 年間１５件以上の実施 の確認の必要
年間１５件以上実施 年間１５件以上実施 年間１５件以上実施 がある肥料に
し、その結果を公表 し、その結果を公表 し、平成１３年度に A:15件以上実施 ついての植害
する。 する。 実施した試験結果を B:11件～14件実施 試験を２０件

公表するとともに、 C:10件以下の実施 実施した。
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平成１４年度に実施 また、平成１
した試験結果につい ３年度の結果
ては、平成１５年度 について肥飼
までにその結果を公 料検査所のホ
表できるようにす ームページ上
る。 で公表した。

（イ）生産業者等におけ （イ）生産業者等におけ （イ）生産業者等におけ ◇検査結果のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化等 （イ）収去品の検 Ａ
る品質管理技術の向 る品質管理技術の向 る品質管理技術の向 【各年度における評価】 査結果を利用
上等に資するため、 上等に資するため、 上等に資するため、 指標＝中期計画において定め 者が活用し得
収去品の検査結果を 収去品の検査結果を 作成した収去品の検 られている収去品の検 る形で提供す
データベース化し、 データベース化し、 査結果のデータベー 査結果のデータベース ることを目的
利用者が活用し得る 利用者が活用し得る スの書式及びデータ 化及び利用者への情報 として、検査
形で提供する。 形で情報提供を行 ベースソフトに基づ 提供 結果のデータ

う。 き、データベースの ベース化を開
作成を開始するとと 各年度の年度計画において 始するととも
もに、データベース 設定されている具体的目標に に、肥飼料検
化済みのデータにつ 基づき、以下により評価を行 査所のホーム
いては、要請に基づ う。 ページにデー
き利用者が活用し得 タ提供してい
る形で情報提供を行 る旨を掲載
う。 A:計画どおり達成した し、要望に応

B:概ね計画どおり達成した じてデータを
C:計画どおり達成できなかっ 提供するもの
た とした。

エ 肥料及びその原料の エ 肥料及びその原料の エ 肥料及びその原料の ○肥料及びその原料の分析・ エ 肥料及びその Ａ
（ ）分析・鑑定等の受託 分析・鑑定等の受託 分析・鑑定等の受託 鑑定等の受託 原料の分析・鑑 ４点

【各年度における評価】 定等の受託 (満点=
肥料の品質保全に資 肥料の品質保全に資 肥料の品質保全に資 指標＝以下に掲げる事項の評 農林水産省及 ４点)

するため、都道府県、 するため、都道府県、 するため、都道府県、 価点数の合計 び公益法人か
農業者等被検査者以外 農業者等被検査者以外 農業者等被検査者以外 ら、それぞれ重
の者から依頼を受けて からの肥料等の依頼分 からの肥料等の依頼分 以下に掲げる事項の評価点 金属分析の依頼
肥料等の分析を実施す 析については極力実施 析については極力実施 数の区分は以下のとおりとす があり、これら
ることとし、検査所に する。 する。 る。 計２件を標準処
おいて検査の内容に応 また、以下のとおり また、以下のとおり Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ 理期間内で実施
じて標準処理期間を定 依頼検査の内容に応じ 依頼検査の内容に応じ Ｃ評価：０点 した。
め、その期間内に適切 て標準処理期間を定 て標準処理期間を定
に処理する。 め、その期間内に適切 め、その期間内に適切 A:満点×90%以上

に処理する。 に処理する。 B:満点×50%以上かつ満点×
（ア）化学分析（ イ） （ア）化学分析（ イ） 90%未満（ （
を除く ） を除く ） C:満点×50%未満。 。

３０営業日 ３０営業日
（イ）ダイオキシン類分 （イ）ダイオキシン分析 ｢満点｣=｢以下に掲げる事項の

析 ６０営業日 ６０営業日 うち評価を行う事項数｣×2点
（ウ）栽培試験 （ウ）栽培試験

９０営業日 ９０営業日 （依頼がなかった場合は、当
。）（水稲等栽培期間の長 （水稲等栽培期間の長 該事項の評価は行わない

い作物を用いた試験 い作物を用いた試験
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や緩効性肥料を用い や緩効性肥料を用い ・都道府県等からの依 Ａ
た試験については除 た試験については除 頼に応じた肥料等の
く ） く ） 依頼分析の実施。 。

・化学分析についての Ａ
３０営業日以内の実
施

・ダイオキシン類分析 －
についての６０営業
日以内の実施

・栽培試験についての －
９０営業日以内の実
施

上記の各事項の評価方法は
以下のとおりとする。
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

オ 調査研究 オ 調査研究 オ 調査研究 ○調査研究 オ 調査研究 Ａ
（ ）調査研究の実施に当 調査研究の実施に当 調査研究の実施に当 【各年度における評価】 調査研究につ ４点

たっては、肥料の消費 たっては、肥料の消費 たっては、肥料の消費 指標＝以下に掲げる事項の評 いては、以下に (満点=
者、生産業者等の要望 者、生産業者等の要望 者、生産業者等の要望 価点数の合計 掲げる課題を実 ４点)
や科学的知見の集積等 や科学的知見の集積等 や科学的知見の集積等 施した。
を踏まえ、次に掲げる を踏まえ、中期目標に を踏まえ、以下に掲げ 以下に掲げる事項の評価点
３分野に属するものの 掲げる３分野に属する る課題を実施する。 数の区分は以下のとおりとす
うちから、毎年度適正 もののうちから中期目 る。
な評価を図りつつ、３ 標期間中に、毎年度適 （ア 「家畜ふんたい肥 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ （ア 「家畜ふん） ）
課題の調査研究の結果 正な評価を図りつつ、 等３資材の腐熟度判 Ｃ評価：０点 たい肥等３資
を取りまとめ、公表す 「家畜ふんたい肥等３ 定手法の開発」 材の腐熟度判
る。 資材の腐熟度判定手法 A:満点×90%以上 定手法の開
ア 肥料の生産 流通 の開発 「重金属の迅 B:満点×50%以上かつ満点× 発」（ ） 、 、 」、
消費の改善等に資す 速分析法の開発」及び 90%未満 バークたい
る分野 「水溶性の有害成分に C:満点×50%未満 肥の腐熟度を

（イ）肥料の安全性の確 係る植害試験の迅速化 簡易・迅速に
保等に資する分野 法の開発」の３課題の ｢満点｣=｢以下に掲げる事項の 判定する手法

（ウ）肥料の検査技術の 調査研究の結果を取り うち評価を行う事項数｣×2点 を開発した。
高度化（迅速化、簡 まとめる。 家畜ふんたい
便化 精度の向上等 ・ 家畜ふんたい肥等 肥及び汚泥た Ａ、 ） 「
に資する分野 ３資材の腐熟度判定 い肥について

手法の開発」に係る は、腐熟度を
調査研究の実施 簡易・迅速に
・ 重金属の迅速分析 判定する手法 Ａ「
法の開発」に係る調 のとりまとめ
査研究の実施 を行った。

（イ 「重金属の迅速分 ・ 水溶性の有害成分 （イ 「重金属の －） 「 ）
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析法の開発（蛍光Ｘ に係る植害試験の迅 迅速分析法の
線分析による汚泥肥 速化法の開発」に係 開発（蛍光Ｘ
料中の有害重金属２ る調査研究の実施 線分析による
成分の分析法の開 汚泥肥料中の
発 」 上記の各事項について、各 有害重金属２）

年度の年度計画において設定 成分の分析法
されている具体的目標に基づ の開発 」）
き達成度を評価することと 有害重金属
し、その評価方法は以下のと ２成分（銅及
おりとする。 び亜鉛）の迅
A:計画どおり達成した 速分析法を開
B:概ね計画どおり達成した 発した。
C:計画どおり達成できなか
った

カ 牛海綿状脳症の発生 カ 牛海綿状脳症の発生 カ 牛海綿状脳症の発生 ◯牛海綿状脳症の発生に伴う カ 牛海綿状脳症 Ａ
（ ）に伴う対処 に伴う対処 に伴う対処 対処 の発生に伴う対 ４点

我が国において牛海 我が国において牛海 我が国において牛海 【各年度における評価】 処 (満点=
綿状脳症が発生したこ 綿状脳症の発生したこ 綿状脳症が発生したこ 指標＝以下に掲げる事項の評 肥料用肉骨粉 ４点)
とを踏まえ、牛海綿状 とを踏まえ、牛海綿状 とを踏まえ、牛海綿状 価点数の合計 等の家畜用飼料
脳症の発生防止を万全 脳症の発生防止を万全 脳症の発生防止を万全 への誤用・流用
なものとするため、肥 なものとするため、肥 なものとするため、肥 以下に掲げる事項の評価点 防止のため肥料
料用の肉骨粉等の家畜 料用の肉骨粉等の家畜 料用の肉骨粉等の家畜 数の区分は以下のとおりとす 用の肉骨粉等の
用飼料への誤用・流用 用飼料への誤用・流用 用飼料への誤用・流用 る。 製造業者の要請
防止等の観点から、肥 防止等の観点から、肥 防止等の観点から、肥 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点 に基づき１４ヵ
料原料用の肉骨粉等の 料原料用の肉骨粉等の 料原料用の肉骨粉等の Ｃ評価：０点 所に対して製造
製造基準適合確認検査 製造基準適合確認検査 製造基準適合確認検査 基準適合確認検
を行い、製造基準に適 を行い、製造基準に適 を行い、製造基準に適 A:満点×90%以上 査を実施した。
合するものであると認 合するものであると認 合するものであると認 B:満点×50%以上かつ満点× 適合すると認め
めた製造事業場を公表 めた製造事業場を公表 めた製造事業場を公表 90%未満 た業者について
する。 する。 する。 C:満点×50%未満 肥飼料検査所の

ホームページ上
｢満点｣=｢以下に掲げる事項の で公表した。
うち評価を行う事項数｣×2点

（ 、確認申請がなかった場合は
。）当該事項の評価は行わない

・肥料原料用の肉骨粉 Ａ
等の製造基準確認検
査の実施

・製造基準に適合する Ａ
ものであると認めた
製造事業場の公表

上記の各事項の評価方法は
以下のとおりとする。
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A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

（２ （１）の業務に附帯 （２ （１）の業務に附帯 （２ （１）の業務に附帯 （２ （１）の業務に附帯 （２ （１）の業務） ） ） ） ）
する業務 する業務 する業務 する業務 に附帯する業務

ア 標準試料の配布 ア 標準試料の配布 ア 標準試料の配布 ○標準試料の配布 ア 標準試料の配 Ａ
（ ）肥料の品質保全に資 肥料の品質保全に資 肥料の品質保全に資 【各年度における評価】 布 ４点

するため、肥料の検査 するため、肥料の検査 するため、肥料の検査 指標＝以下に掲げる事項の評 標準肥料とし (満点=
に必要な標準試料を２ に必要な標準試料とし に必要な標準試料とし 価点数の合計 て化成肥料２試 ４点)
年に１回作成して保管 て化成肥料２試料を２ て化成肥料２試料を作 料を作成した。
する。また、標準試料 年に１回作成して適切 成し 適切に保管する 以下に掲げる事項の評価点 要望に応じて、 。
の配布は、申請を受理 に保管する。また、標 また、標準試料の配布 数の区分は以下のとおりとす 申請受理後７営
した日から７営業日以 準試料の配布は、申請 は、作成が完了し配布 る。 業日以内に５９
内に行う。 を受理した日から７営 できる体制が整い次 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ 点配布した。

業日以内に行う。 第、申請を受理した日 Ｃ評価：０点
から７営業日以内に行

A:満点×90%以上
B:満点×50%以上かつ満点×
90%未満

C:満点×50%未満

｢満点｣=｢以下に掲げる事項の
うち評価を行う事項数｣×2点

・化成肥料２試料の作 Ａ
成及び適切な保管

・申請を受理した日か Ａ
ら７営業日以内の標
準試料の配布

（申請がなかった場合
は本事項の評価は行
わない ）。

上記の各事項について、各
年度の年度計画において設定
されている具体的目標に基づ
き達成度を評価することと
し、その評価方法は以下のと
おりとする。
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った
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イ 研修及び指導等 イ 研修及び指導等 イ 研修及び指導等 ○研修及び指導等 イ 研修及び指導 Ａ
（ ）【各年度における評価】 等 ４点

指標＝各小項目の評価点数の (満点=
合計 ４点)

各小項目の評価点数の区分
は以下のとおりとする。
Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､
Ｃ評価：０点

A:満点×90%以上
B:満点×50%以上かつ満点×
90%未満

C:満点×50%未満

｢満点｣=｢評価を行う小項目
数｣×2点

（ア）肥料の取締りを行 （ア）肥料の取締りを行 （ア）肥料の取締りを行 ◇研修 （ア）肥料の取締 Ａ
（ ）う都道府県職員の検 う都道府県職員、生 う都道府県職員、生 【各年度における評価】 りを行う都道 ４点

査技術の向上、生産 産業者等における品 産業者等における品 指標＝以下に掲げる事項の評 府県職員、生
業者等における品質 質管理技術者等を対 質管理技術者等を対 価点数の合計 産業者等にお
管理技術の向上等を 象として、法令又は 象として、法令又は ける品質管理
図るため、これらの 肥料の検査技術等に 肥料の検査技術等に 以下に掲げる事項の評価点 技術者等を対
者を対象として、法 関する研修を年２０ 関する研修を年間２ 数の区分は以下のとおりとす 象として、法
令又は肥料の検査技 回以上実施する。 ０回以上実施（法令 る。 令又は肥料の
術等に関する研修を なお 研修受講者 関係１２回及び検査 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ 検査技術等に、 、
年２０回以上実施す 会議主催者等に対し 技術関係８回を最低 Ｃ評価：０点 関する研修を
る。 て研修又は講義の内 実施）する。 ２６回実施
また 研修受講者 容についてのアンケ なお 研修受講者 A:４点 （法令関係１、 、 、 、

会議主催者等に対し ート等を実施し、そ 会議主催者等に対し B:２点以上４点未満 ４回及び検査
て研修又は講義の内 の結果を評価するこ て研修又は講義の内 C:２点未満 技術関係１２
容についてアンケー とにより、研修又は 容についてのアンケ 回を実施）し
ト等を実施し、その 講義の内容の改善を ート等を実施し、そ ・法令又は肥料の検査技 た。 Ａ
結果を評価・分析す 図る。 の結果を評価するこ 術等に関する研修の年 また、研修
ることにより、研修 とにより、研修又は ２０回以上の実施 受講者、会議
又は講義の内容の改 講義の内容の改善方 ・研修受講者に対する研 主催者等に対 Ａ
善を図る。 法を検討するととも 修内容等のアンケート して研修又は

に、必要に応じた改 等の実施 講義の内容に
善を図る。 ついてのアン

上記の各事項の評価方法は ケート等を実
以下のとおりとする。 施し、その結
①年度計画において数値目標 果を評価する
が定められている事項 ことにより、

（研修実施回数） 研修又は講義
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A:20回以上実施 の内容の改善
B:14回～19回実施 方法を検討し
C:13回以下実施 た。
②年度計画において定性的目
標が定められている事項
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

（イ）都道府県等の要 （イ）都道府県等の要請 （イ）都道府県等の要請 ◇講師派遣 （イ）都道府県等 Ａ
請に応じ、肥料の品 に応じ、肥料の品質 に応じ、肥料の品質 【各年度における評価】 の要請に応
質保全等に関する各 保全等に関する各種 保全等に関する各種 指標＝都道府県等の要請に応 じ、肥料の品
種会議への講師の派 会議への講師の派遣 会議への講師の派遣 じた講師の派遣 質保全等に関
遣を行う。 を行う。 を行う。 する各種会議

（要請がなかった場合は、本 へ講師を延べ
項目の評価は行わない ） ８名派遣した。

A:要請に応じ派遣した
B:概ね要請に応じ派遣した
C:要請に応じなかった

ウ 国際協力 ウ 国際協力 ウ 国際協力 ○国際協力 ウ 国際協力 Ａ
（ ）輸入肥料の品質保 輸入肥料の品質保 輸入肥料の品質保 【各年度における評価】 ＪＩＣＡの要 ２点

全、海外の品質管理技 全、海外の品質管理技 全、海外の品質管理技 指標＝以下に掲げる事項の評 請により、水田 (満点=
術の向上、国内外の肥 術の向上、国内外の肥 術の向上、国内外の肥 価点数の合計 土壌及び米穀中 ２点)
料の検査及び規格基準 料の検査及び規格基準 料の検査及び規格基準 のカドミウム含
の整合等を図るため、 の整合等を図るため、 の整合等を図るため、 以下に掲げる事項の評価点 量分析のため、
要請に応じ海外からの ＪＩＣＡ等の要請に応 ＪＩＣＡ等の要請に応 数の区分は以下のとおりとす インドネシアへ
研修生の受入れ、海外 じ、海外からの研修生 じ、海外からの研修生 る。 短期個別専門家
への職員の派遣等を行 の受入れ、海外への職 の受入れ、海外への職 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ １名を派遣し
う。 員の派遣等を行う。ま 員の派遣等を行う。ま Ｃ評価：０点 た。

た、職員の語学力の向 た、職員の語学力の向
上を図るため、必要に 上を図るため、必要に A:満点×90%以上
応じＪＩＣＡの主催す 応じＪＩＣＡの主催す B:満点×50%以上かつ満点×
る研修等に職員を派遣 る研修等に職員を派遣 90%未満
する。 する。 C:満点×50%未満

｢満点｣=｢以下に掲げる事項の
うち評価を行う事項数｣×2点

（要請等がなかった場合は、
当該事項の評価は行わな
い ）。

・ＪＩＣＡ等の要請に ー
応じた海外研修生の
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受入れ
・ＪＩＣＡ等の要請に Ａ
応じた海外への職員
の派遣

・必要に応じたＪＩＣ ー
Ａの研修等への職員
の派遣

上記の各事項の評価方法は
以下のとおりとする。
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

エ 行政相談への対応 エ 行政相談への対応 エ 行政相談への対応 ○行政相談への対応 エ 行政相談への Ａ
肥料等関係業者、消 肥料等関係業者、消 肥料等関係業者、消 【各年度における評価】 対応

費者等からの肥料等に 費者等からの肥料等に 費者等からの肥料等に 指標＝肥料等関係業者、消費 肥料等関係業
係る照会・相談への適 係る照会・相談への適 係る照会・相談への適 者等からの肥料等に係 者、消費者等か
切な対応を行う。 切な対応を行う。 切な対応を行う。 る照会・相談への適切 らの肥料等に係

な対応 る照会・相談件
数は９，２０２

（照会・相談がなかった場合 件あり、いずれ
は、本項目の評価は行わな についても適切
い ） な対応を行っ。

た。
A:適切に対応した
B:概ね適切に対応した
C:適切に対応せず

（３）肥料取締法の規定に （３）肥料取締法の規定に （３）肥料取締法の規定に ○肥料取締法の規定による立 （３）肥料取締法の Ａ
（ ）よる立入検査、質問及 よる立入検査、質問及 よる立入検査、質問及 入検査、質問及び収去 規定による立入 ８点

び収去 び収去 び収去 【各年度における評価】 検査、質問及び
指標＝以下に掲げる事項の評 収去

肥料取締法（昭和２ 肥料取締法の規定に 肥料取締法の規定に 価点数の合計 ア 肥料取締法の
５年法律第１２７号） よる立入検査等の実施 よる立入検査等の実施 規定による立入
第３０条の２の規定に に当たっては、農林水 に当たっては、農林水 以下に掲げる事項の評価点 検査等の実施に
よる立入検査等を行う 産大臣の指示に従い適 産大臣の指示に従い適 数の区分は以下のとおりとす 当たっては、農
に当たっては、農林水 正に実施する。 正に実施する。 る。 林水産大臣の指
産大臣の指示に従い適 また、立入検査等の また、立入検査等の Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ 示に従い適正に
正に実施する。また、 結果について、肥料の 結果について、肥料の Ｃ評価：０点 実施した。
立入検査等の結果につ 分析・鑑定の精度の確 分析・鑑定の精度の確 イ 立入検査を極
いては、肥料の分析・ 保を図りつつ、農林水 保を図りつつ、農林水 A:８点 力当該月の一週
鑑定の精度を確保しつ 産大臣へ４０営業日以 産大臣へ４０営業日以 B:４点以上８点未満 間以内に実施
つ、迅速な分析が行え 内に報告できるよう、 内に報告できるよう、 C:４点未満 し、収去品１カ
る手法の開発等によ 有害成分分析に関する 蛍光Ｘ線分析を用いた 月分を一括して
り、農林水産大臣へ スクリーニング手法の 有害成分分析に関する ・農林水産大臣の指示 分析することに Ａ
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４０営業日以内に報告 開発・実用化、分析機 スクリーニング手法の の下での立入検査の より、分析機器
する。 器等の効率的利用等の 開発・実用化、分析機 適正な実施 の効率的利用の

推進により、検査の迅 器等の効率的利用等の ・農林水産大臣への４ 推進を図った。 Ａ
速化等を図る。 推進を図る。 ０営業日以内の報告 ウ 蛍光Ｘ線分析

・有害成分分析に関す を用いた有害成 Ａ
るスクリーニング手 分分析に関する
法の開発・実用化 スクリーニング

・分析機器等の効率的 手法のうち、汚 Ａ
利用の推進 泥肥料中のクロ

ム及び鉛の分析
上記の各事項について、各 手法を導入し
年度の年度計画において設定 た。また、汚泥
されている具体的目標に基づ 肥料中の銅及び
き達成度を評価することと 亜鉛のスクリー
し、その評価方法は以下のと ニング手法を確
おりとする。 立した。
A:計画どおり達成した エ 全ての立入検
B:概ね計画どおり達成した 査について、そ
C:計画どおり達成できなか の結果を、農林
った 水産大臣へ４０

営業日以内に報
告した。

２ 飼料及び飼料添加物関 ２ 飼料及び飼料添加物関 ２ 飼料及び飼料添加物関 ２ 飼料及び飼料添加物関係 ２ 飼料及び飼料添加
係業務 係業務 係業務 業務 物関係業務

（１）飼料及び飼料添加物 （１）飼料及び飼料添加物 （１）飼料及び飼料添加物 （１）飼料及び飼料添加物の （１）飼料及び飼料添
の検査 の検査 の検査 検査 加物の検査

ア 飼料及び飼料添加物 ア 飼料及び飼料添加物 ア 飼料及び飼料添加物 ○飼料及び飼料添加物の基準 ア 飼料及び飼料 Ａ
（ ）の基準・規格等の設定 の基準・規格等の設定 の基準・規格等の設定 ・規格等の設定に関する調 添加物の基準・ ４点

に関する調査 に関する調査 に関する調査 査 規格等の設定に (満点=
）飼料の安全性を向上 【各年度における評価】 関する調査 ４点

させるため、次に掲げ 指標＝各小項目の評価点数の
る飼料及び飼料添加物 合計
の基準・規格等の設定
に関する調査を行う。 各小項目の評価点数の区分

は以下のとおりとする。
Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､
Ｃ評価：０点

A:満点×90%以上
B:満点×50%以上かつ満点×
90%未満

C:満点×50%未満

｢満点｣=｢評価を行う小項目
数｣×2点
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（ア）基準・規格等に関 （ア）現在、飼料添加物 （ア）現在、飼料添加物 ◇飼料添加物の調査 （ア）現在、飼料添 Ａ
する最新の科学的知 に指定されている に指定されている 【各年度における評価】 加物に指定され
見、諸外国における １５１品目のうち、 １５１品目のうち、 指標＝中期計画に規定されて ている１５１品
規制の状況、関係す 抗生物質２２品目、 １５品目について、 いる飼料添加物の調査 目のうち抗酸化
る他法令による諸規 合成抗菌剤７品目、 基準・規格等に関す 品目数 剤、防かび剤及
制の専門的・技術的 アミノ酸１１品目、 る最新の科学的知見 びビタミンの１
な内容等の調査を、 抗酸化剤３品目、防 に関する文献を収集 平成13年度 １５品目 ５品目（ジブチ
中期目標の期間中に かび剤３品目及びビ するとともに、諸外 平成14年度 １５品目 ルヒドロキシト
７５品目程度実施す タミン３１品目の合 国における規制の状 平成15年度 １５品目 ルエン、ブチル
る。また、当該調査 計７７品目につい 況の情報を入手し、 平成16年度 １６品目 ヒドロキシアニ
結果を事業年度ごと て、中期計画期間中 関係する他法令によ 平成17年度 １６品目 ソール、プロピ
に取りまとめ、公表 に基準・規格等に関 る諸規制の専門的・ オン酸、プロピ
するとともに、調査 する最新の文献を収 技術的な内容等の調 各年度の年度計画において オン酸カルシウ
結果を踏まえ基準・ 集するとともに、諸 査を行い、調査結果 設定されている具体的目標に ム、プロピオン
規格改正に必要な資 外国における規制の を取りまとめる。 基づき達成度を評価すること 酸ナトリウム、
料を作成する。 状況の情報を入手 とし、その評価方法は以下の 塩酸ジベンゾイ

し、関係する他法令 とおりとする。 ルチアミン、塩
による諸規制の専門 A:達成度合90%以上 酸チアミン、硝
的・技術的な内容等 B:達成度合50%以上90%未満 酸チアミン、塩
の調査を行う。同調 C:達成度合50%未満 酸ピリドキシ
査結果について事業 ン、β－カロチ
年度ごとに取りまと ン、Ｌ－アスコ
める。 ルビン酸、エル

ゴカルシフェロ
ール、コレカル
シフェロール、
酢酸dl－α－ト
コフェロール及
びＤ－パントテ
ン酸カルシウ
ム）について、
基準・規格等に
関する最新の科
学的知見に関す
る文献を収集す
るとともに、諸
外国における規
制の状況の情報
を入手し、関係
する他法令によ
る諸規制の専門
的・技術的な内
容等の調査を行
い、その結果を
取りまとめた。

（イ）飼料添加物に関す （イ）飼料添加物に関す （イ）飼料添加物に関す ◇飼料添加物ＧＬＰ査察 （イ）飼料添加物に Ａ
る動物試験等の信頼 る動物試験等の信頼 る動物試験等の信頼 【各年度における評価】 関する動物試験
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性を確認するため、 性を確認するため、 性を確認するため、 指標＝飼料添加物の動物試験 等の信頼性を確
飼料添加物の動物試 飼料添加物の動物試 飼料添加物の動物試 の実施に関する基準に 認するため、飼
験の実施に関する基 験の実施に関する基 験の実施に関する基 基づく検査の実施 料添加物の動物
準に基づく検査を行 準に基づく検査を行 準適用対象試験に対 試験の実施に関
う。 う。 する飼料添加物ＧＬ （申請がなかった場合は、本 する基準適用対

Ｐ査察を実施する。 項目の評価は行わない ） 象試験に対する。
飼料添加物ＧＬ

A:実施した Ｐ（適正試験基
C:実施せず 準）査察を１件

実施した。

イ モニタリング検査 イ モニタリング検査 イ モニタリング検査 ○モニタリング検査 イ モニタリング Ａ
（ ）飼料の安全性を向上 【各年度における評価】 検査 16点

させるため、次に掲げ 指標＝各小項目の評価点数の
るモニタリング検査を 合計
行う。

各小項目の評価点数の区分
は以下のとおりとする。
Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､
Ｃ評価：０点

A:１４点以上
B:８点以上１４点未満
C:８点未満

（ア）飼料中の飼料添加
物、有害物質、病原 （ア）飼料又は飼料添加 （ア）飼料又は飼料添加 ◇飼料又は飼料添加物中の抗 （ア）飼料又は飼料 Ａ
微生物のモニタリン 物中の飼料添加物、 物中の飼料添加物、 菌性飼料添加物の基準・規 添加物中の飼料
グ検査を実施し、基 有害物質、病原微生 有害物質、病原微生 格適合検査 添加物、有害物
準・規格等の適合状 物のモニタリング検 物の基準・規格適合 【各年度における評価】 質、病原微生物
況等を事業年度ごと 査を以下のとおり年 検査は、以下のとお 指標＝中期計画において規定 の基準・規格適
に取りまとめ、公表 間少なくとも り年間少なくとも されている検査件数の 合検査は、以下
する。 ９,３００点実施し ９ ３００点実施し 実施 のとおり年間１、 ， 、

基準・規格等適合状 検査結果を取りまと ０，１１８点実
況等を事業年度ごと め、ホームページ等 A:1,000点以上実施 施し、その結果
に取りまとめる。 で公表する。 B:700点以上1,000点未満実施 を取りまとめ

C:700点未満実施 た。また、検査
結果は、ホーム
ページ等で公表

◇飼料中の農薬、かび毒、有 した。 Ａ
ａ 飼料及び飼料添加 ａ 飼料及び飼料添加 害重金属等の有害物質の基 ａ 飼料及び飼
物中の抗菌性飼料添 物中の抗菌性飼料添 準適合検査 料添加物中の抗
加物の基準・規格適 加物の基準・規格適 【各年度における評価】 菌性飼料添加物
合検査として 合検査として 指標＝中期計画において規定 の基準・規格適

１,０００点 １，０００点 されている検査件数の 合検査として
実施 １，１３２点

ｂ 飼料中の農薬、か ｂ 飼料中の農薬、か ｂ 飼料中の農
び毒、有害重金属等 び毒、有害重金属等 A:7,850点以上実施 薬、かび毒、
の有害物質の基準適 の有害物質の基準適 B:5,495点以上7,850点未満実 有害重金属等
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合検査として 合検査として 施 の有害物質の
７,８５０点 ７,８５０点 C:5,495点未満実施 基準適合検査

として
８，４８２点

ｃ 飼料中の病原微生 ｃ 飼料中の病原微生 ◇飼料中の病原微生物の基準 ｃ 飼料中の病 Ａ
物の基準・規格適合 物の基準・規格適合 ・規格適合検査 原微生物の基
検査として 検査として 【各年度における評価】 準・規格適合

４５０点 ４５０点 指標＝中期計画において規定 検査として
されている検査件数の ５０４点
実施

A:450点以上実施
B:315点以上450点未満実施
C:315点未満実施

（イ）我が国における牛 （イ）我が国における牛 （イ）我が国における牛 ◇飼料中の肉骨粉等の分析・ （イ）飼料中の肉骨 Ａ
海綿状脳症の発生を 海綿状脳症の発生を 海綿体脳症の発生を 鑑定 粉等の分析・鑑
踏まえ、牛海綿状脳 踏まえ、牛海綿状脳 踏まえ、牛海綿状脳 【各年度における評価】 定としてチキン
症の発生防止を万全 症の発生防止を万全 症の発生防止を万全 指標＝中期計画において規定 ミール等４５検
なものとするため、 なものとするため、 なものとするため、 されている検査件数の 体、その他の動
飼料中の肉骨粉等の 飼料中の肉骨粉等の 飼料中の肉骨粉等の 実施 物性飼料２２５
分析・鑑定を行う。 分析・鑑定を少なく 分析・鑑定を少なく 検体及び牛用配

とも年間２００点実 とも年間２００点実 A:200点以上実施 合飼料１１２検
施し、その結果を事 施し、その結果を取 B:140点以上200点未満実施 体の計３８２検
業年度ごとに取りま りまとめる。 C:140点未満実施 体について、延
とめる。 べ１，３７２点

の分析・鑑定を
実施し、その結
果を取りまとめ
た。

（ウ）抗菌性飼料添加物 （ウ）抗菌性飼料添加物 （ウ）畜産農家等におけ ◇耐性菌モニタリング調査 （ウ）畜産農家等に Ａ
を含有する飼料の適 を含有する飼料の適 る抗菌性飼料添加物 【各年度における評価】 おける抗菌性飼 (４点)
正使用に資するた 正使用に資するた の耐性菌発現モニタ 指標＝以下に掲げる事項の評 料添加物の耐性 (満点=
め、畜産農家等にお め、畜産農家等にお リング調査について 価点数の合計 菌発現モニタリ ４点)
ける抗菌性飼料添加 ける抗菌性飼料添加 は 第１の２の １ ング調査を行う、 （ ）
物の耐性菌発現モニ 物の耐性菌発現モニ の業務運営の効率化 以下に掲げる事項の評価点 ため、人員を確
タリング調査を実施 タリング調査につい により当該調査に従 数の区分は以下のとおりとす 保し、１６０株
する。その際、必要 て 第１の２の １ 事する人員を確保 る。 の菌について調、 （ ）
に応じて遺伝子解 の業務運営の効率化 し、少なくとも年間 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ 査を実施し、そ
析、動物試験等を行 により当該調査に従 １００株の菌につい Ｃ評価：０点 の結果を取りま
い、耐性菌の発現状 事する人員を確保 て当該調査を実施す とめた。本調査
況と飼料添加物の給 し、少なくとも年間 る。その結果を取り A:満点×90%以上 の耐性菌発現状
与との関連を事業年 １００株の菌につい まとめ、全国的な耐 B:満点×50%以上かつ満点× 況は家畜衛生週
度ごとに取りまと て当該調査を実施す 性菌発現状況を公表 90%未満 報（2003.1.13
め、公表する。 る。また、必要に応 する。 C:満点×50%未満 No.2735号

じて遺伝子解析、動 農林水産省生産
物試験等を行い、耐 ｢満点｣=｢以下に掲げる事項の 局畜産部衛生

） 。性菌の発現状況と飼 うち評価を行う事項数｣×2点 課 に公表した
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料添加物の給与との
関連を調査する。当 ・人員の確保 Ａ
該調査結果は、事業 ・調査の実施（年間 Ａ
年度ごとに取りまと １００株）
める。また、中期計 ・耐性菌の発現状況と ー
画期間中に諸外国に 飼料添加物の給与と
おける耐性菌対策、 の関係の調査
抗菌性飼料添加物の ・耐性菌発現に係る技 ー
適正使用方策、リス 術的内容の検討
クアセスメント等の
耐性菌発現に係る技 上記の各事項について、各
術的内容の検討を行 年度の年度計画において設定
う 当該検討結果は されている具体的目標に基づ。 、
中期目標期間中に取 き達成度を評価することと
りまとめる。 し、その評価方法は以下のと

おりとする。
①年度計画において数値目標
が定められている事項
A:達成度合100%以上
B:達成度合70%以上100%未満
C:達成度合70%未満
②年度計画において定性的目
標が定められている事項
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

（エ）組換え体利用飼料 （エ）組換え体利用飼料 （エ）組換え体利用飼料 ◇組換え体利用飼料等のモニ （エ）①については、 Ａ
等の分別流通の徹底 等の分別流通の徹底 等のモニタリング調 タリング調査 大阪事務所にシー (12点)
状況を確認するた 状況を確認するた 査については、①組 【各年度における評価】 ケンサーを整備し (満点=
め、①組換え体利用 め、①組換え体利用 換え体利用飼料等の 指標＝以下に掲げる事項の評 た ②については 12点)。 、
飼料等の識別検査を 飼料等の識別検査を 識別検査を行う機器 価点数の合計 組換え体飼料のモ
行う機器等の整備を 行う機器等を整備す 等を整備するととも ニタリング検査を
行い、検査体制を整 るとともに、第１の に 第１の２の １ 以下に掲げる事項の評価点 111 点実施し、結、 （ ）
備するとともに、② ２の（１）の業務運 の業務運営の効率化 数の区分は以下のとおりとす 果を取りまとめ

。 、組換え体飼料のモニ 営の効率化により当 により当該調査に従 る。 た ③については
タリング検査を実施 該調査に従事する人 事する人員を確保す Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ MON830系統とNK60
し、組換え体利用飼 員を確保することに ることにより、検査 Ｃ評価：０点 3系統の識別方法
料等の流通状況等を より、検査体制を整 体制を整備し、②組 の検討に着手し
事業年度ごとに取り 備し、②組換え体飼 換え体飼料のモニタ A:満点×90%以上 た。④について
まとめる。 料のモニタリング検 リング検査を少なく B:満点×50%以上かつ満点× は、MON830系統の

査を少なくとも年間 とも年間１００点実 90%未満 定量試験法の検討
１００点実施する。 施し、結果を取りま C:満点×50%未満 に着手した。⑤に
当該組換え体利用飼 とめる。 ついては大豆及び
料等の流通状況等 さらに、③新たに ｢満点｣=｢以下に掲げる事項の とうもろこしの定
を、事業年度ごとに 開発される組換え体 うち評価を行う事項数｣×2点 量試験法の改良の
取りまとめる。 飼料の検査方法の開 ため 共同試験 ２、 （
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さらに、③新たに 発検討、④飼料中の ・機器等の整備 種類 に参加した Ａ） 。
開発される組換え体 組換え体の定量試験 ・人員の確保 Ａ
飼料の検査方法の開 法の開発及び⑤組換 ・モニタリング検査の Ａ

（ ）発検討、④飼料中の え体の定量試験によ 実施 年間１００点
－組換え体の定量試験 る調査を実施する。 ・流通状況等の取りま

法の開発、⑤組換え とめ
体の定量試験による ・新たに開発される組 Ａ
調査を実施し、これ 換え体飼料の検査方
らの結果を中期目標 法の開発の検討
期間中に取りまとめ ・飼料中の組換え体の Ａ
る。 定量試験法の開発

・組換え体の定量試験 Ａ
による調査

上記の各事項について、各
年度の年度計画において設定
されている具体的目標に基づ
き達成度を評価することと
し、その評価方法は以下のと
おりとする。
①年度計画において数値目標
が定められている事項
A:達成度合100%以上
B:達成度合70%以上100%未満
C:達成度合70%未満
②年度計画において定性的目
標が定められている事項
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

（オ）飼料又は飼料添加 （オ）飼料又は飼料添加 （オ）基準・規格等に基 ◇基準・規格等に基づく「製 （オ）基準・規格等 Ａ
物に起因する家畜等 物に起因する家畜等 づく 製造業者専用 造業者専用」表示飼料等の に基づく「製造 (４点)「 」
の事故が発生した場 の事故が発生した場 表示飼料等の検査及 検査等 業者専用」表示
合の機動的かつ効率 合の機動的かつ効率 び飼料製造管理者に 【各年度における評価】 飼料等の検査を
的な対応等に資する 的な対応等に資する よる管理状況の検査 指標＝以下に掲げる事項の評 ４６１件実施す
ため、基準・規格等 観点から、基準・規 を含め、平成元年以 価点数の合計 るとともに、飼
に基づく「製造業者 格等に基づく「製造 降に国が実施した検 料製造管理者に
専用」表示飼料等の 業者専用」表示飼料 査結果の約半数（約 以下に掲げる事項の評価点 よる管理状況の
検査結果を含め、収 等の検査結果を含 １４,０００件）の 数の区分は以下のとおりとす 検査を２２２件

。 、去品の検査結果、飼 め，各事業年度ごと データベース化を行 る。 実施した また
料製造業者等届及び に立入検査結果及び うとともに、飼料製 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ 国が実施した立
飼料製造管理者届の 収去品の検査結果の 造業者届等の約半数 Ｃ評価：０点 入検査結果及び
データベース化を行 データベース化を行 （約２,０００件）の 収去品の検査結
う。 うとともに、中期計 データベース化を行 A:４点 果１５，１５５

画期間中に飼料製造 う。 B:２点以上４点未満 件（平成７年度
業者 飼料輸入業者 C:２点未満 ～１２年度)及、 、



- 32 -

飼料添加物製造業者 び平成１４年度
及び飼料製造管理者 ・立入検査結果及び収 の立入検査結果 Ａ
届のデータベース化 去品の検査結果のデ 及び収去品の試
を行う。 ータベース化 験結果２，２８

・飼料製造業者届等の ５件の計 Ａ
データベース化 １７，４４０件

のデータベース
上記の各事項について、各 化を行うととも

年度の年度計画において設定 に、平成１４年
されている具体的目標に基づ １２月末までの
き評価することとし、その評 飼料製造業者等
価方法は、以下のとおりとす 届１，２７６件
る。 及び飼料製造管
A:達成度合90%以上 理者届８０３件
B:達成度合50%以上90%未満 の計
C:達成度合50%未満 ２，０７９件の

データベース化
を行った。

（カ）製造業者等の製造 （カ）製造業者等の製造 （カ）製造業者等の製造 ◇製造業者等に対する技術的 （カ）製造業者等に Ａ
・品質管理技術の向 ・品質管理技術の向 ・品質管理技術の向 指導 対して収去品の
上に資するため、製 上に資する観点か 上に資する観点か 【各年度における評価】 検査結果に基づ
造業者等に対して収 ら、製造業者等に対 ら、製造業者等に対 指標＝技術的指導及び情報提 き技術的指導を
去品の検査結果に基 して収去品の検査結 して収去品の検査結 供を行ったか ２８件実施した
づく技術的指導及び 果に基づく技術的指 果に基づく技術的指 （実施中を含
情報提供を行う。 導及び情報提供を行 導及び情報提供を行 各年度の年度計画において む 。また、収）

う。 う。 設定されている具体的目標に 去品の検査結果
基づき、以下により評価を行 をホームページ
う。 等に公表した。

A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

－ウ ＨＡＣＣＰに関する ウ ＨＡＣＣＰに関する ウ ＨＡＣＣＰ指針策定 ○ＨＡＣＣＰ指針策定のため ウ ＨＡＣＣＰ指針
調査 調査 のための調査 の調査 策定のための調査
ＨＡＣＣＰによる飼 ＨＡＣＣＰによる飼 牛海綿状脳症の発生 【各年度における評価】 本年度は、実施

料等の製造・品質管理 料等の製造・品質管理 原因究明等調査を優先 指標＝以下に掲げる事項の評 しなかった。
の高度化の推進に資す の高度化に資するた し、当該業務は実施し 価点数の合計
るため、飼料工場にお め、飼料工場における ない。
ける飼料中の飼料添加 飼料中の飼料添加物及 以下に掲げる事項の評価点
物及び飼料汚染の危害 び飼料汚染の危害分析 数の区分は以下のとおりとす
分析のためのモニタリ のためのモニタリング る。
ング調査を行う。 調査を行う。特に、配 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､

合飼料製造におけるサ Ｃ評価：０点
ルモネラ汚染防止対策
の充実に資するため、 A:満点×90%以上
平成１３年度に、①ア B:満点×50%以上かつ満点×
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ンケート調査等の実施 90%未満
による配合飼料工場に C:満点×50%未満
おける汚染防止対策の
実施状況の確認､②飼 ｢満点｣=｢以下に掲げる事項の
料原料及び配合飼料の うち評価を行う事項数｣×2点
サルモネラ汚染モニタ
リング調査、③配合飼 ・アンケート調査等の
料製造工程におけるサ 実施による配合飼料
ルモネラ汚染実態の把 工場における汚染防
握、汚染原因究明及び 止対策の実施状況の
汚染防止対策の効果の 確認
確認、④サルモネラの ・飼料原料及び配合飼
簡易試験法の開発を行 料のサルモネラ汚染
う。 モニタリング調査の

実施
・配合飼料製造工程に
おけるサルモネラ汚
染実態の把握、汚染
原因究明及び汚染防
止対策の効果の確認

・サルモネラの簡易試
験法の開発

上記の各事項について、各
年度の年度計画において設定
されている具体的目標に基づ
き達成度を評価することと
し、その評価方法は以下のと
おりとする。

A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

エ 飼料及び飼料添加物 エ 飼料及び飼料添加物 エ 飼料及び飼料添加物 ○飼料及び飼料添加物の試験 エ 飼料及び飼料添 Ａ
の試験等の受託 の試験等の受託 の試験等の受託 等の受託 加物の試験等の受 (６点)
飼料の安全性及び品 飼料の安全性及び品 飼料の安全性及び品 【各年度における評価】 託 (満点=

質を向上させるため、 質の向上に資する観点 質の向上に資する観点 指標＝以下に掲げる事項の評 飼料の安全性及 ６点)
都道府県、畜産農家等 から、都道府県、畜産 から、都道府県、畜産 価点数の合計 び品質の向上に資
からの飼料等の依頼分 農家等からの飼料等の 農家等からの飼料等の する観点から、都
析については極力実施 依頼分析については極 依頼分析については極 以下に掲げる事項の評価点 道府県、畜産農家
する。 力実施する。 力実施する。 数の区分は以下のとおりとす 等からの飼料等の

また、以下の依頼検 また、以下の依頼検 る。 依頼分析について
査の内容に応じて標準 査の内容に応じて標準 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ は１７件（延べ１
処理期間を定め、その 処理期間を定め、その Ｃ評価：０点 ９項目－７５サン
期間内に適切に処理す 期間内に適切に処理す プル）実施し、標
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る。 る。 A:満点×90%以上 準処理期間内に全
（ア）化学分析（ ウ） （ア）化学分析（ ウ） B:満点×50%以上かつ満点× て処理した。（ （
を除く ） を除く ） 90%未満。 。

３０営業日 ３０営業日 C:満点×50%未満
（イ）生物分析 （イ）生物分析

３０営業日 ３０営業日 ｢満点｣=｢以下に掲げる事項の
（ウ）ダイオキシン類分 （ウ）ダイオキシン分析 うち評価を行う事項数｣×2点

析 ６０営業日
６０営業日 （依頼がなかった場合は、当

。）該事項の評価は行わない

・都道府県等からの依 Ａ
頼に応じた依頼分析
の実施

・化学分析についての Ａ
３０営業日以内の実
施

・生物分析についての Ａ
３０営業日以内の実
施

・ダイオキシン類分析 －
についての６０営業
日以内の実施

上記の各事項の評価方法は
以下のとおりとする。
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

オ 飼料及び飼料添加物 オ 飼料及び飼料添加物 オ 飼料及び飼料添加物 ※分析法全般の解説書の作成 オ 飼料及び飼料添
の検査技術の向上 の検査技術の向上 の検査技術の向上 中期目標期間における評価 加物の検査技術の【 】

指標＝中期目標期間中に分析 向上
法全般の解説書を作成

A:作成した
C:作成しなかった

○飼料及び飼料添加物の検査 Ａ
（ ）技術の向上 ６点

【各年度における評価】 (満点=
指標＝各小項目の評価点数の ６点)

合計

各小項目の評価点数の区分
は以下のとおりとする。
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Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､
Ｃ評価：０点

A:満点×90%以上
B:満点×50%以上かつ満点×
90%未満

C:満点×50%未満

｢満点｣=｢評価を行う小項目
数｣×2点

（ア）飼料及び飼料添加 （ア）飼料及び飼料添加 （ア）飼料及び飼料添加 ◇分析法の開発及び改良 （ア）飼料及び飼料 Ａ
物の検査の迅速化・ 物の検査の迅速化・ 物の検査技術の向上 【各年度における評価】 添加物の検査技
充実化に資する観点 充実化に資する観点 については、以下の 指標＝中期計画において規定 術の向上を目的
から、分析法の開発 から、分析法の開発 項目について分析法 されている分析法の開 として、塩素、
・改良を中期目標の 又は改良について中 の開発又は改良を行 発又は改良の実施 デオキシニバレ
期間中に約２０件実 期目標の期間中に、 い、調査結果を取り ノール等（５成
施し、調査結果を事 農薬 天然有害物質 まとめる。 各年度の年度計画におい 分 、アトラジ、 、 ）
業年度ごとに取りま 重金属等を対象に約 農薬：イプロジオン て設定されている具体的目 ン、シマジン、
とめ、公表するとと ２０件実施し、調査 その他：塩素、ヒス 標に基づき、以下により評 イプロジオン、
もに、分析法の解説 結果を事業年度ごと タミン、有機 価を行う。 ヒスタミン、ト
書を作成する。 に取りまとめる。ま 酸（多成分同 リブチルスズ化

た、中期目標期間中 時分析） 合物、センデュ
に当該物質を含め、 A:計画どおり達成した ラマイシンナト
分析法全般の解説書 B:概ね計画どおり達成した リウム、ナラシ
を作成する。 C:計画どおり達成できなかっ ン、クロラムフ

た ェニコール、有
機酸等１２種、
カンタキサンチ
ン、β-ｱﾎﾟ-8'-
ｶﾛﾁﾝ酸ｴﾁﾙｴｽﾃﾙ
の合計２８成分
（１３件）の分
析法の開発又は
改良を行い、調
査結果をとりま
とめた。

（イ）分析法について、 （イ）分析法について、 （イ）分析法について、 ◇分析法についての国際基準 イ カルシウム し Ａ（ ） （
国際基準との比較検 国際基準との比較検 カルシウム（しゅう との比較検討 ゅう酸アンモニ
討を中期目標の期間 討を中期目標の期間 酸アンモニウム法） 【各年度における評価】 ウム法）及び粗
中に約１０件実施 中に栄養成分等約１ 及び粗灰分について 指標＝中期計画において規定 灰分について我
し、必要に応じて開 ０件実施し、必要に 国際基準との比較検 されている分析法の比 が国の公定法

（ ）発・改良を行う。 応じて当該分析法の 討を実施し、必要に 較検討の実施 飼料分析基準
開発・改良を行う。 応じて当該分析法の と国際基準（Ｉ

開発・改良を行う。 各年度の年度計画におい ＳＯ）に差があ
て設定されている具体的目 るかどうかを確
標に基づき、以下により評 認するため比較
価を行う。 検討を行った。
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A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなかっ
た

（ウ）牛海綿状脳症の発 （ウ）牛海綿状脳症の発 （ウ）牛海綿状脳症の発 ◇牛海綿状脳症の発生を防止 （ウ）牛海綿状脳症 Ａ
生を防止するための 生を防止するための 生を防止するための するための基準・規格の設 の発生を防止す
基準・規格の設定等 基準・規格の設定等 基準・規格の設定等 定等のための分析法の確立 るための基準・
のための分析法確立 のための分析法確率 のための分析法確立 等 規格の設定等に
等を必要に応じて行 等を必要に応じて行 等を必要に応じて行 【各年度における評価】 資するため、Ｐ
う。 う。 う。 指標＝牛海綿状脳症の発生を ＣＲによる飼料

防止するための基準・ 中の動物由来Ｄ
規格の設定等のための ＮＡの検出法及
分析法の確立等の実施 びＥＬＩＳＡに

よる飼料中の動
（必要がなかった場合は、本 物由来たん白質
項目の評価は行わない ） の検出法を確立。

するとともに、
A:計画どおり達成した 更なる開発・改
B:概ね計画どおり達成した 良を継続中であ
C:計画どおり達成できなかっ る。
た

カ 標準品等の配布 カ 標準品等の配布 カ 標準品等の配布 ○標準品等の配布 カ 標準品等の配布 Ａ
（ ）成分規格等省令の規 成分規格等省令の規 常用標準品の配布に 【各年度における評価】 常用標準品は５ ６点

定に基づく抗生物質の 定に基づき抗生物質の ついては、手数料の納 指標＝以下に掲げる事項の評 １７本について、 (満点=
常用標準品の指定は、 常用標準品の指定を２ 付方法の簡略化により 価点数の合計 申請を受理した日 ６点)
２年に１回以上行う。 年に１回以上行う。な 申請を受理した日から から１０営業日以
なお、常用標準品の配 お、常用標準品の配布 １０営業日以内に行う 以下に掲げる事項の評価点 内に全て配布し。
布は申請を受理した日 については、手数料の また、配布申請者に 数の区分は以下のとおりとす た。また、配布申
から１０営業日以内に 納付方法の簡略化によ 対して業務についての る。 請者に対して業務
行う。 り申請を受理した日か アンケート等を実施 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ についてのアンケ
また、配布申請者に ら１０営業日以内に行 し その評価に基づき Ｃ評価：０点 ート等を実施し、 、

対して業務についての う。 業務運営の改善を行 た。なお、以上の
アンケート等を実施 また、配布申請者に う。 A:満点×90%以上 ほか当所が研究機
し、その結果を評価す 対して業務についての B:満点×50%以上かつ満点× 関と共同で開発し
ることにより業務運営 アンケート等を実施 90%未満 た動物由来ＤＮＡ
の改善を行う。 し、その評価に基づ C:満点×50%未満 の検出に用いる合

き、業務運営の改善を 成ＤＮＡ（プライ
行う。 ｢満点｣=｢以下に掲げる事項の マー）を２３１件

うち評価を行う事項数｣×2点 配布した。

・抗生物質の常用標準 －
品の指定

・申請を受理した日か Ａ
ら１０営業日以内の
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配布
・配布申請者に対する Ａ
アンケートの実施

・アンケートの評価に Ａ
基づく業務運営の改
善

上記の各事項について、各
年度の年度計画において設定
されている具体的目標に基づ
き達成度を評価することと
し、その評価方法は以下のと
おりとする。
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

キ 調査研究 キ 調査研究 キ 調査研究 ○調査研究 キ 調査研究 Ａ
飼料の安全性及び品 飼料の消費者、製造 以下の課題の調査研 【各年度における評価】 （ア）ＥＬＩＳＡに

質を向上させるため、 業者等又は検査・検定 究を実施し、調査結果 指標＝飼料の安全性及び品質 よる飼料中の動
飼料の消費者、製造業 関係機関等の要望、最 を取りまとめる。 に関するる調査研究の 物由来たん白質
者等又は検査・検定関 新の科学的知見、諸外 （ア）飼料中の動物由来 実施及び取りまとめ の検出法とし
係機関等の要望、最新 国における規制の状 たん白検出法の検討 て、カゼイン検
の科学的知見、諸外国 況、関係する他法令に 各年度の年度計画において 出キット及び肉
における規制の状況、 よる諸規制の専門的・ 設定されている具体的目標に 骨粉検出キット
関係する他法令による 技術的な内容等を踏ま 基づき、以下により評価を行 の２種について
諸規制の専門的・技術 え、飼料の安全性及び う。 感度及び適用範
的な内容等を踏まえ、 品質に関する諸課題の 囲の検討を行う
飼料の安全性及び品質 調査研究を実施し、調 とともに、牛由
に関する調査等を実施 査結果を事業年度ごと A:計画どおり達成した 来たん白質検出
し、調査結果を事業年 に取りまとめる。 B:概ね計画どおり達成した キットの検討に
度ごとに取りまとめ、 C:計画どおり達成できなかっ 着手した。
公表する。 （イ）飼料中の動物由来 た （イ）ＰＣＲによる

ＤＮＡ検出法の検討 飼料中の動物由
来ＤＮＡの検出
に用いる豚由来
ＤＮＡ検出プラ
イマー及び配合
飼料中のＤＮＡ
の識別に必要な
植物由来ＤＮＡ
検出プライマー
を開発するとと
もに、魚由来検
出プライマーの
開発に着手し
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た。
（ウ）トウモロコシ加工 （ウ）とうもろこし

食品中のＧＭＯ混入 加工食品中のＧ
率の定量化技術の検 ＭＯ（遺伝子組
討 換え体）混入率

の定量化技術の
検討として、コ
ーングルテンミ
ール及びコーン
グルテンフィー
ドを対象として
予備試験を実施
した。

（エ）サルモネラの試験 （エ）ＰＣＲ法によ
法の開発 る飼料中のサル

モネラのスクリ
ーニング検出法
の検討を行っ
た。

（オ）食品循環資源飼料 （オ）食品循環資源
原料の安全性及び品 を飼料化してい
質に関する調査 る９事業場につ

いて、製造・品
質管理等の実態
調査を実施する
とともに、経時
的に一般栄養成
分、ミネラル、

、 、重金属 かび毒
病原微生物、動
物性原料の混入
の有無の分析・
鑑定を実施し
た。

ク 牛海綿状脳症の発生 ク 牛海綿状脳症の発生 ク 牛海綿状脳症の発生 ○牛海綿状脳症の発生に伴う ク 牛海綿状脳症の Ａ
（ ）に伴う対応 に伴う対応 に伴う対応 対応 発生に伴う対応 ６点

【各年度における評価】 (満点=
我が国において牛海 我が国において牛海 我が国において牛海 指標＝各小項目の評価点数の ６点)

綿状脳症が発生したこ 綿状脳症が発生したこ 綿状脳症が発生したこ 合計
とを踏まえ、牛海綿状 とを踏まえ、牛海綿状 とを踏まえ、牛海綿状
脳症の発生防止を万全 脳症の発生防止を万全 脳症の発生防止を万全 各小項目の評価点数の区分
なものとするため、以 なものとするため、以 なものとするため、以 は以下のとおりとする。
下の対応を行う。 下の対応を行う。 下の対応を行う。 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､

Ｃ評価：０点

A:満点×90％以上
B:満点×50％以上かつ満点×



- 39 -

90％未満
C:満点×50％未満

｢満点｣＝｢評価を行う小項目
数｣×２点

（指示又は要請がなかった場
合は、当該事項の評価は行
わない ）。

（ア）牛海綿状脳症の発 （ア）牛海綿状脳症の発 （ア）牛海綿状脳症の発 ◇牛海綿状脳症の発生に関す （ア）牛海綿状脳症 Ａ
生に関する感染源及 生に関する感染源及 生に関する感染源及 る感染源及び感染経路の究 の発生に関する
び感染経路の究明に び感染経路の究明に び感染経路の究明に 明に資するための検査 感染源及び感染
資するため、国内及 資するため、国内及 資するため、国内及 経路の究明のた
び海外の飼料工場等 び海外の飼料工場等 び海外の飼料工場等 【各年度における評価】 め、国内（８ヵ
に対して飼料の流通 に対して飼料の流通 に対して飼料の流通 指標＝牛海綿状脳症の発生に 所 及び海外 １） （
経路等の検査を必要 経路等の検査を必要 経路等の検査を必要 関する感染源及び感染 ヵ所）の計９ヵ
に応じて行う。 に応じて行う。 に応じて行う。 経路の究明に資するた 所について、流

め、国内及び海外の飼 通経路等の検査
料工場等に対して飼料 を実施した。
の流通経路等の検査の
実施

（農林水産省から指示されな
かった場合は、本項目の評
価は行わない ）。

A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなかっ
た

（イ）ペットフード等へ （イ）ペットフード等へ （イ）ペットフード等へ ◇ペットフード等の製造基準 （イ）業者からの申 Ａ
（ ）の反すう動物由来た の反すう動物由来た の反すう動物由来た 適合確認検査 請に応じ製造基 ４点

ん白質の混入を防止 ん白質の混入を防止 ん白質の混入を防止 準適合確認検査 (満点=
するとともに、ペッ するとともに、ペッ するとともに、ペッ 【各年度における評価】 を４件実施し、 ４点)
トフード等が家畜用 トフード等が家畜用 トフード等が家畜用 指標＝以下に掲げる事項の評 製造基準に適合
飼料に誤用・流用さ 飼料に誤用・流用さ 飼料に誤用・流用さ 価点数の合計 すると認めた事
れることを防止する れることを防止する れることを防止する 業場をホームペ
観点から、ペットフ 観点から、ペットフ 観点から、ペットフ 以下に掲げる事項の評価点 ージに公表し
ード等の製造基準適 ード等の製造基準適 ード等の製造基準適 数の区分は以下のとおりとす た。
合確認検査を行い、 合確認検査を行い、 合確認検査を必要に る。
製造基準に適合する 製造基準に適合する 応じて行い、製造基 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点
ものであると認めた ものであると認めた 準に適合するもので Ｃ評価：０点
製造事業場を公表す 製造事業場を公表す あると認めた製造事
る。 る。 業場を公表する。 A:満点×90%以上

B:満点×50%以上かつ満点×
90%未満
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C:満点×50%未満

｢満点｣=｢以下に掲げる事項の
うち評価を行う事項数｣×2点

（ 、確認申請がなかった場合は
。）本項目の評価は行わない

・ペットフード等の製 Ａ
造基準適合確認検査
の実施

・製造基準に適合する Ａ
ものであると認めた
製造事業場の公表

上記の各事項の評価方法は
以下のとおりとする。
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

（ウ）飼料を海外に輸出 （ウ）飼料を海外に輸出 （ウ）飼料を海外に輸出 ◇飼料輸出業者の要請に基づ （ウ）飼料を輸出す Ａ
する飼料業者等から する飼料業者等から する飼料業者等から く肉骨粉の使用に関する検 る業者からの要
の要請に基づき、肉 の要請に基づき、肉 の要請に基づき、肉 査 請に基づき、肉
骨粉等の使用に関す 骨粉等の使用に関す 骨粉等の使用に関す 骨粉等の使用に
る検査を製造現場の る検査を製造現場の る検査を製造現場の 【各年度における評価】 関する検査を１
確認を含め実施す 確認を含め実施す 確認を含め実施す 指標＝肉骨粉の使用に関する ０件実施した。
る。 る。 る。 検査の実施

（要請がなかった場合は、本
項目の評価は行わない ）。

A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなかっ
た

（２）飼料及び飼料添加物 （２）飼料及び飼料添加物 （２）飼料及び飼料添加物 （２）飼料及び飼料添加物
の検定及び表示に関す の検定及び表示に関す の検定及び表示に関す の検定及び表示に関す
る業務 る業務 る業務 る業務

ア 検定及び表示 ア 検定及び表示 ア 検定及び表示 ○検定及び表示 ア 検定及び表示 Ａ
（ ）特定飼料等のうち飼 特定飼料等のうち飼 特定飼料等のうち飼 【各年度における評価】 特定飼料等の ８点

料添加物の検定及び表 料添加物の検定及び表 料添加物の検定及び表 指標＝以下に掲げる事項の評 うち飼料添加物
示の業務は、申請のあ 示の業務を適正に実施 示の業務を適正に実施 価点数の合計 の検定及び表示
った日から２０営業日 する。当該業務は、事 する。当該業務は、事 の業務を３６７
以内に処理する。 務手続の簡素化により 務手続の簡素化により 以下に掲げる事項の評価点 件適正に実施
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また、検定申請者に 申請を受理した日から 申請のあった日から２ 数の区分は以下のとおりとす し、申請のあっ
対して業務についての ２０営業日以内に処理 ０営業日以内に処理す る。 た日から２０営
アンケート等を実施 する。 る。 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ 業日以内に全て

。 、し、その結果を評価す また、検定申請者に また、検定申請者に Ｃ評価：０点 処理した また
ることにより業務運営 対して業務についての 対して業務についての 検定申請者に対
の改善を行う。 アンケート等を実施 アンケート等を実施 A:８点 して業務につい

し その評価に基づき し その評価に基づき B:４点以上８点未満 てのアンケート、 、 、 、
業務運営の改善を行 業務運営の改善を行 C:４点未満 等を実施し､要
う。 う。 望のあった試験

・飼料添加物の検定及 結果の通知を開 Ａ
び表示の業務の適正 始した。
実施

・申請のあった日から Ａ
２０営業日以内の処
理

・検定申請者に対する Ａ
アンケート等の実施

・アンケートの評価に Ａ
基づく業務運営の改
善

上記の各事項の評価方法は
以下のとおりとする。
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

イ 検定方法等の技術的 イ 検定方法等の技術的 イ 検定方法等の技術的 ○検定方法等の技術的内容に イ 検定方法等の Ａ
内容に関する調査 内容に関する調査 内容に関する調査 関する調査 技術的内容に関
飼料又は飼料添加物 飼料又は飼料添加物 飼料又は飼料添加物 【各年度における評価】 する調査

の安全性を向上させる の安全性の向上に資す の安全性の向上に資す 指標＝検定及び表示の業務に 飼料級抗生物
ため、検定及び表示の る観点から、検定及び る観点から、検定及び 係る最新の科学的知見 質の製造用原体
業務について、最新の 表示の業務について、 表示の業務について、 等に基づく専門的・技 の簡易単回投与
科学的知見等に基づく 最新の科学的知見等に 最新の科学的知見等に 術的な内容の調査の実 毒性試験及び栄
専門的・技術的な内容 基づく専門的・技術的 基づく専門的・技術的 施及びその結果の取り 養成分の規格に
の調査等を行い、調査 な内容の調査等を行 な内容の調査等を行 まとめ ついて、当該試
結果を事業年度ごとに い、調査結果を事業年 い、調査結果を取りま 験等の必要性を
取りまとめ 公表する 度ごとに取りまとめ とめる。 各年度の年度計画において 検証するため、、 。

る。 設定されている具体的目標に これまでに実施
基づき、以下により評価を行 している試験の
う。 実績及び諸外国

の実状を調査
A:計画どおり達成した し、その結果を
B:概ね計画どおり達成した 取りまとめた。
C:計画どおり達成できなかっ
た
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（３）飼料及び飼料添加物 （３）飼料及び飼料添加物 （３）飼料及び飼料添加物 ○飼料及び飼料添加物につい （３）飼料及び飼料 Ａ
（ ）について指定検定機関 について指定検定機関 について指定検定機関 て指定検定機関が行う検定 添加物について ６点

が行う検定に関する技 が行う検定に関する技 が行う検定に関する技 に関する技術上の指導 指定検定機関が
術上の指導 術上の指導 術上の指導 【各年度における評価】 行う検定に関す
指定検定機関の行う 指定検定機関の行う 指定検定機関の行う 指標＝以下に掲げる事項の評 る技術上の指導

検定業務の適切な実施 検定業務の適切な実施 検定業務の適切な実施 価点数の合計 指定検定機関
に資するため、指定検 に資するため、指定検 に資するため、指定検 の行う検定業務
定機関に対して年１回 定機関に対して年１回 定機関に対して年１回 以下に掲げる事項の評価点 の適切な実施に
調査を実施するととも 分析技術の維持状況を 分析技術の維持状況を 数の区分は以下のとおりとす 資するため､全
に、検定の精度管理等 調査し、検定の精度管 調査し、技術的な指導 る。 ての指定検定機
について技術的な指導 理等について技術的な を行う。 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ 関（１４機関）
を行う。 指導を行う。 検定業務に係る技術 Ｃ評価：０点 に対して分析技
検定業務に係る技術 検定業務に係る技術 水準の維持・向上を図 術の維持状況を

水準の維持・向上を図 水準の維持・向上を図 るため、共通試料を用 A:６点 調査し、技術的
るため、共通試料を用 るため、共通試料を用 いた指定検定機関の技 B:３点以上６点未満 な指導を行っ
いた指定検定機関の技 いた指定検定機関の技 術水準の確認試験を年 C:３点未満 た。
術水準の確認試験を年 術水準の確認試験を年 １回実施する。 検定業務に係
１回実施する。 １回実施する。 ・指定検定機関に対す る技術水準の維 Ａ

る分析技術の維持状 持・向上を図る
況の調査の実施 ため、共通試料

・調査に基づく技術的 を用いた指定検 Ａ
な指導の実施 定機関の技術水

・共通試料を用いた指 準の確認試験を Ａ
定検定機関の技術水 延べ１７機関に
準の確認試験の実施 対して実施し

た。
上記の各事項の評価方法は

以下のとおりとする。
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

（４ （１）～（３）の業 （４ （１）～（３）の業 （４ （１）～（３）の業 （４ （１）～（３）の業） ） ） ）
務に附帯する業務 務に附帯する業務 務に附帯する業務 務に附帯する業務

ア 研修及び指導等 ア 研修及び指導等 ア 研修及び指導等 ○研修及び指導等 Ａ
（ ）【各年度における評価】 ８点

指標＝各小項目の評価点数の (満点=
合計 ８点)

各小項目の評価点数の区分
は以下のとおりとする。
Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､
Ｃ評価：０点
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A:満点×90%以上
B:満点×50%以上かつ満点×
90%未満

C:満点×50%未満

｢満点｣=｢評価を行う小項目
数｣×2点

（ア）飼料の安全性及び （ア）検査関係機関又は （ア）検査関係機関又は ◇法令又は試験技術等の研修 （ア）検査関係機関 Ａ
（ ）品質を向上させるた 飼料製造業者等の担 飼料製造業者等の担 【各年度における評価】 又は飼料製造業 ４点

め、検査関係機関又 当者に対して法令又 当者に対して法令又 指標＝以下に掲げる事項の評 者等の担当者に (満点=
は飼料製造業者等の は試験技術等の研修 は試験技術等の研修 価点数の合計 対して法令研修 ４点)
担当者に対して法令 を年１０回以上、飼 を年間１０回以上実 ７回（受講者数
又は試験技術等の研 料製造管理者資格取 施するとともに、必 以下に掲げる事項の評価点 ４５７名 、試）
修を年１０回以上、 得講習会を２年に１ 要に応じて飼料製造 数の区分は以下のとおりとす 験技術等の研修
飼料製造管理者資格 回以上実施する。 管理者資格取得講習 る。 ２１回（受講者
取得講習会を２年に 会を実施する。 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ 数３６６名）の
１回以上実施する。 Ｃ評価：０点 計２８回実施す

るとともに､飼
料製造管理者資

A:満点×90%以上 格取得講習会
B:満点×50%以上かつ満点× （６日間、６９

） 。90%未満 名 を実施した
C:満点×50%未満

｢満点｣=｢以下に掲げる事項の
うち評価を行う事項数｣×2点

・法令又は試験技術等の研 Ａ
修の年１０回以上の実施

・飼料製造管理者資格取得 Ａ
講習会の実施

（必要がなかった場合は、
本事項の評価は行わな
い ）。

上記の各事項について、各
年度の年度計画において設定
されている具体的目標に基づ
き達成度を評価することと
し、その評価方法は以下のと
おりとする。
①年度計画において数値目標
が定められている事項

（研修実施回数）
A:10回以上実施
B:7回～9回実施
C:6回以下実施
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②年度計画において定性的目
標が定められている事項
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

（イ）都道府県等の要請 （イ）都道府県等の要請 （イ）都道府県等の要請 ◇講師派遣 （イ）都道府県等 Ａ
、に応じ、飼料の安全 に応じ、飼料の安全 に応じ、飼料の安全 【各年度における評価】 の要請に応じ

性及び品質に関する 性及び品質に関する 性の確保等に関する 指標＝都道府県等の要請に応 飼料の安全性
各種会議へ講師を派 各種会議へ講師を派 各種会議へ講師を派 じた講師の派遣 の確保等に関
遣する。 遣する。 遣する。 する各種会議

（要請がなかった場合は、本 （１８回）へ
項目の評価は行わない ） 講師を延べ２。

２名派遣した。
A:要請に応じ派遣した
B:概ね要請に応じ派遣した
C:要請に応じなかった

（ウ）国、関連団体等が （ウ）国、関連団体等が （ウ）国、関連団体等が ◇国、関連団体等が行う事業 （ウ）国、関連団 Ａ
行う事業検討委員会 行う事業検討委員会 行う事業検討委員会 検討委員会等へ参画 体等が行う事
等へ参画し、専門的 等へ参画し、専門的 等へ参画し、専門的 【各年度における評価】 業検討委員会
・技術的見地からの ・技術的見地からの ・技術的見地からの 指標＝事業検討委員会等への 等へ延べ３９
協力を行う。 協力を行う。 協力を行う。 参画及び協力 回参画し、専

門的・技術的
（国、関連団体等が行う事業 見地からの協
検討委員会等への参画依頼 力を行った。
がなかった場合は、本項目
の評価は行わない ）。

A:参画し、協力を行った
B:概ね参画し、協力を行った
C:協力を行わなかった

なお 研修受講者 なお 研修受講者 なお 研修受講者 ◇研修受講者等に対するアン また、研修 Ａ、 、 、 、 、 、
（ ）会議主催者等に対し 会議主催者等に対し 会議主催者等に対し ケート 受講者等に対 ４点

て研修又は講義の内 て研修又は講義の内 て研修又は講義の内 【各年度における評価】 して研修又は
容についてのアンケ 容についてアンケー 容についてアンケー 指標＝以下に掲げる事項の評 講義の内容に
ート等を実施し、そ ト等を実施し、その ト等を実施し、その 価点数の合計 ついてアンケ
の結果を評価するこ 評価に基づき、研修 評価に基づき、研修 ートを取り、
とにより研修又は講 又は講義の内容の改 又は講義の内容の改 以下に掲げる事項の評価点 その評価に基
義の内容の改善を図 善を図る。 善を図る。 数の区分は以下のとおりとす づき、研修又
る。 る。 は講義の内容

Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ の改善を図っ
Ｃ評価：０点 た。

A:４点
B:２点以上４点未満
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C:２点未満

・研修受講者、会議主催 Ａ
者等に対する研修又は
講義の内容についての
アンケートの実施

・アンケートの評価に基 Ａ
づく研修又は講義の内
容の改善

上記の各事項の評価方法は
以下のとおりとする。
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

イ 国際協力 イ 国際協力 イ 国際協力 ○国際協力 イ 国際協力 Ａ
（ ）飼料の安全性及び品 ＪＩＣＡ等の要請に ＪＩＣＡ等の要請に 【各年度における評価】 ＪＩＣＡの要 ４点

質に関する国際協力を 応じ、海外からの研修 応じ、海外からの研修 指標＝以下に掲げる事項の評 請により、フィ (満点=
推進するため、要請に 生の受入れ及び海外へ 生の受入れ及び海外へ 価点数の合計 リピンに短期専 ４点)
応じ、海外からの研修 の職員の派遣を行う。 の職員の派遣を行う。 門家１名を派遣
生の受入れ、海外への また、職員の語学力向 また、職員の語学力向 以下に掲げる事項の評価点 し、牛の飼養管
職員の派遣等を行う。 上を図るため、必要に 上を図るため、必要に 数の区分は以下のとおりとす 理に係る飼料の

応じて、ＪＩＣＡの主 応じて、ＪＩＣＡの主 る。 栄養成分等の分
催する研修等に職員を 催する研修等に職員を Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ 析に関する技術
派遣する。 派遣する。 Ｃ評価：０点 指導を行った。

また、職員の
A:満点×90%以上 語学力向上を図
B:満点×50%以上かつ満点× るため、語学研
90%未満 修に２名の職員

C:満点×50%未満 を派遣した｡

｢満点｣=｢以下に掲げる事項の
うち評価を行う事項数｣×2点

（要請等がなかった場合は、
当該事項の評価は行わな
い ）。

・ＪＩＣＡ等の要請に －
応じた海外研修生の
受け入れ

・ＪＩＣＡ等の要請に Ａ
応じた海外への職員
の派遣

・必要に応じたＪＩＣ Ａ
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Ａの研修等への職員
の派遣

上記の各事項の評価方法は
以下のとおりとする。
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

ウ 行政相談への対応 ウ 行政相談への対応 ウ 行政相談への対応 ○行政相談への対応 ウ 行政相談への Ａ
飼料等関係業者、消 飼料等関係業者、消 飼料及び飼料添加物 【各年度における評価】 対応

費者等からの飼料等に 費者等からの飼料等に に関する行政サービス 指標＝飼料等関係業者、消費 飼料及び飼料
係る照会・相談への適 係る照会・相談への適 の向上に資する観点か 者等からの飼料等に係 添加物に関する
切な対応を行う。 切な対応を行う。 ら、飼料等関係業者及 る照会・相談への適切 行政サービスの

び消費者等からの飼料 な対応 向上に資する観
等に係る照会・相談へ 点から、飼料等
の適切な対応を行う。 （照会・相談がなかった場合 関係業者及び消

は、本項目の評価は行わな 費者等からの飼
い ） 料等に係る照会。

・相談への適切
A:適切に対応した な対応を行っ
B:概ね適切に対応した た。照会・相談
C:適切に対応せず 件数は１，０５

９件であった。

（５）飼料の安全性の確保 （５）飼料安全法の規定に （５）飼料安全法の規定に ○飼料安全法の規定による立 （５）飼料安全法の Ａ
（ ）及び品質の改善に関す よる立入検査、質問及 よる立入検査、質問及 入検査、質問及び収去 規定による立入 ８点

る法律の規定による立 び収去 び収去 【各年度における評価】 検査、質問及び (満点=
入検査、質問及び収去 飼料安全法第２１条 指標＝以下に掲げる事項の評 収去 ８点)

の２に規定する立入検 価点数の合計 飼料安全法第
査を行うに当たって ２１条の２に規
は、農林水産大臣の指 以下に掲げる事項の評価点 定する立入検査
示に基づき適切に実施 数の区分は以下のとおりとす を行うに当たっ
する。 る。 ては、農林水産

Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ 大臣の指示に基
Ｃ評価：０点 づき適切に実施

した。
ア 立入検査及び質問の ア 立入検査及び質問の ア 立入検査及び質問の A:満点×90%以上 ア 立入検査及び
結果については、立入 結果の報告について 結果の報告について B:満点×50%以上かつ満点× 質問の結果の報
検査の日から３０営業 は、第１の２の（２） は、第１の２の（２） 90%未満 告については、
日以内に農林水産大臣 の業務運営の効率化に の業務運営の効率化に C:満点×50%未満 第１の２の
に報告する。 より立入検査実施後の より立入検査実施後の （２）の業務運

事務処理等の迅速化を 事務処理等の迅速化を ｢満点｣=｢以下に掲げる事項の 営の効率化によ
図ることにより立入検 図り、立入検査の日か うち評価を行う事項数｣×2点 り立入検査実施
査の日から３０営業日 ら３０営業日以内に農 後の事務処理等
以内に農林水産大臣に 林水産大臣に報告す ・立入検査及び質問の の迅速化を図 Ａ
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報告する。 る。 結果の農林水産大臣 り、立入検査の
への３０営業日以内 日から全て３０
の報告 営業日以内に農

・２０営業日以内の試 林水産大臣に報 Ａ
験の実施 告した。

イ 収去品の試験結果に イ 収去品の試験結果の イ 収去品の試験結果の ・試験の結果の農林水 イ 収去品の試験 Ａ
ついては、飼料及び飼 報告については、飼料 報告については、飼料 産大臣への試験終了 結果の報告につ
料添加物の分析・鑑定 及び飼料添加物の分析 及び飼料添加物の分析 後２０営業日以内の いては、試験に
試験の精度を確保しつ ・鑑定試験の精度を確 ・鑑定試験の精度を確 報告 要する標準処理
つ、検査技術の向上、 保しつつ、検査技術の 保しつつ、検査技術の ・牛海綿状脳症の感染 期間（２０営業 Ａ
試験実施の集約化、分 向上、試験実施の集約 向上、試験実施の集約 源及び感染経路の究 日）内に試験を
析機器等の効率的な使 化、分析機器等の効率 化、分析機器等の効率 明のための立入検査 終了するよう努
用等により試験の迅速 的な使用等により試験 的な使用等により試験 の迅速かつ適切な実 め、試験終了後
化等を図ることとし、 の迅速化等を図ること の迅速化等を図ること 施 の事務処理等の
試験に要する標準処理 とし、試験に要する標 とし、試験に要する標 （検査指示がなかった 迅速化を図るこ
期間を中期計画に定 準処理期間を収去した 準処理期間（２０営業 場合は、本事項の評 とにより、試験
め、処理期間内に終了 日から２０営業日と定 日）内に試験が終了す 価は行わない ） が終了した日か。
するよう努めるととも め、処理期間内に試験 るよう努めるととも ら全て２０営業
に、試験が終了した日 が終了するように努め に、試験終了後の事務 上記の各事項の評価方法は 日以内に農林水
から２０営業日以内に るとともに、試験終了 処理等の迅速化を図る 以下のとおりとする。 産大臣に報告し
農林水産大臣に報告す 後の事務処理等の迅速 ことにより、試験が終 A:計画どおり達成した た。また、試験
る。 化を図ることにより， 了した日から２０営業 B:概ね計画どおり達成した は全て標準処理

試験が終了した日から 日以内に農林水産大臣 C:計画どおり達成できなか 期間（２０営業
２０営業日以内に農林 に報告する。 った 日）内に終了し
水産大臣に報告する。 た。

ウ 我が国において牛海 ウ 我が国において牛海 ウ 我が国において牛海 ウ 牛海綿状脳症
綿状脳症が発生したこ 綿状脳症が発生したこ 綿状脳症が発生したこ の感染源及び感
とに伴い、その感染源 とに伴い、その感染源 とに伴い、その感染源 染経路の究明等
及び感染経路の究明並 及び感染経路の究明並 及び感染経路の究明並 のため緊急に実
びに今後の牛海綿状脳 びに今後の牛海綿状脳 びに今後の牛海綿状脳 施する立入検査
症の発生の防止のため 症の発生の防止のため 症の発生の防止のため について、２６
に緊急に実施する立入 に緊急に実施する立入 に緊急に実施する立入 件を指示に基づ
検査についての指示に 検査についての指示に 検査についての指示に き迅速かつ適切
迅速かつ適切に対応す 迅速かつ適切に対応す 迅速かつ適切に対応す に対応した。
る。 る。 る。

３ 土壌改良資材関係業務 ３ 土壌改良資材関係業務 ３ 土壌改良資材関係業務 ３ 土壌改良資材関係業務 ３ 土壌改良資材関係
業務

（１）土壌改良資材の検査 （１）土壌改良資材の検査 （１）土壌改良資材の検査 （１）土壌改良資材の検査 （１）土壌改良資材の
検査

ア 土壌改良資材の表示 ア 土壌改良資材の表示 ア 土壌改良資材の表示 ○土壌改良資材の表示の内容 ア 土壌改良資材 Ａ
（ ）の内容に関係する品質 の内容に関係する品質 の内容に関係する品質 に関係する品質の検査 の表示の内容に ４点

の検査 の検査 の検査 【各年度における評価】 関係する品質の
指標＝以下に掲げる事項の評 検査

（ア）土壌改良資材の品 （ア）土壌改良資材の品 （ア）土壌改良資材の品 価点数の合計 （ア）土壌改良資
質に関する表示の適 質に関する表示の適 質に関する表示の適 材の品質に関
正化を図るため、品 正化を図るため、品 正化を図るため、品 以下に掲げる事項の評価点 する表示の適
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質に関する表示の内 質に関する表示の内 質に関する表示の内 数の区分は以下のとおりとす 正化を図るた
容が実際の品質と一 容が実際の品質と一 容が実際の品質と一 る。 め、品質に関
致しているか否かに 致しているか否かに 致しているか否かに Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ する表示の内
ついての検査を実施 ついての検査を実施 ついての検査を実施 Ｃ評価：０点 容が実際の品
する。 する。 する。 質と一致して

A:４点 いるか否かに
B:２点以上４点未満 ついての検査
C:２点未満 を実施した。

（イ）製造業者等におけ （イ）製造業者等におけ （イ）製造業者等におけ （イ）集取品の検
る品質管理技術の向 る品質管理技術の向 る品質管理技術の向 ・表示の内容の実際の 査結果を利用 Ａ
上等に資するため、 上等に資するため、 上等に資するため、 品質との一致に関す 者が活用し得
集取品の検査結果を 集取品の試験結果を 作成した集取品の試 る検査の実施 る形で提供す
データベース化し、 データベース化し、 験結果のデータベー ・集取品の試験結果の ることを目的 Ａ
利用者が活用し得る 利用者が活用し得る スの書式及びデータ データベース化及び として、検査
形で提供する。 形で提供する。 ベースソフトに基づ 要請に応じた利用者 結果のデータ

き、データベースの への提供 ベース化を開
作成を開始するとと 始するととも
もに、データベース 上記の各事項について、各 に、肥飼料検
化済みのデータにつ 年度の年度計画において設定 査所のホーム
いては、要請に基づ されている具体的目標に基づ ページにデー
き利用者が活用し得 き達成度を評価することと タ提供してい
る形で提供する。 し、その評価方法は以下のと る旨を掲載

おりとする。 し、要望に応
A:計画どおり達成した じてデータを
B:概ね計画どおり達成した 提供するもの
C:計画どおり達成できなか とした。
った

イ 土壌改良資材及びそ イ 土壌改良資材及びそ イ 土壌改良資材及びそ ○土壌改良資材及びその原料 イ 土壌改良資材 －
の原料の試験の受託 の原料の試験の受託 の原料の試験の受託 の試験の受託 及びその原料の

【各年度における評価】 試験の受託
土壌改良資材の品質 土壌改良資材の品質 土壌改良資材の品質 指標＝以下に掲げる事項の評 土壌改良資材

保全に資するため、都 保全に資するため、都 保全に資するため、都 価点数の合計 の品質保全に資
道府県、農業者等被検 道府県、農業者等被検 道府県、農業者等被検 するため、都道
査者以外の者から依頼 査者以外からの土壌改 査者以外からの土壌改 （依頼がなかった場合は、本 府県、農業者等
を受けて土壌改良資材 良資材等の依頼試験に 良資材等の依頼試験に 項目の評価は行わない ） 被検査者以外か。
等の試験を実施すると ついては極力実施する ついては極力実施する らの土壌改良資
ともに、検査所におい こととし、肥飼料検査 こととし、肥飼料検査 以下に掲げる事項の評価点 材等の依頼試験
て検査の内容に応じて 所において依頼試験の 所において依頼試験の 数の区分は以下のとおりとす については極力
標準処理期間を定め、 内容に応じて標準処理 内容に応じて定めた標 る。 実施することと
その期間内に適切に処 期間を定め、その期間 準処理期間内に適切に Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ したが、依頼実
理する。 内に適切に処理する。 処理する。 Ｃ評価：０点 績はなかった。

A:４点
B:２点以上４点未満
C:２点未満
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・都道府県等からの依
頼に応じた依頼試験
の実施

・試験内容ごとの標準
処理期間内の処理

上記の各事項の評価方法は
以下のとおりとする。
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

（２ （１）の業務に附帯 （２ （１）の業務に附帯 （２ （１）の業務に附帯 （２ （１）の業務に附帯 （２ （１）の業務に） ） ） ） ）
する業務 する業務 する業務 する業務 附帯する業務

ア 研修及び指導等 ア 研修及び指導等 ア 研修及び指導等 ○研修及び指導等 ア 研修及び指導 －
【各年度における評価】 等

土壌改良資材の品質 土壌改良資材の品質 土壌改良資材の品質 指標＝以下に掲げる事項の評 要請がなく、
に関する表示の適正化 に関する表示の適正化 に関する表示の適正化 価点数の合計 研修は実施しな
の確保及び品質検査技 の確保及び品質検査技 の確保及び品質検査技 かった。
術の向上を図るため、 術の向上を図るため、 術の向上を図るため、 （要請がなかった場合は、本
製造業者及び分析業者 製造業者及び試験実施 製造業者及び試験実施 項目の評価は行わない ）。
等を対象として、要請 業者等を対象として、 業者等を対象として、
に応じて研修等を実施 要請に応じて研修等を 要請に応じて研修を実 以下に掲げる事項の評価点
する。 実施する。 施する。 数の区分は以下のとおりとす
また、研修受講者、 また、研修受講者、 また、研修受講者、 る。

会議主催者等に対して 会議主催者等に対して 会議主催者等に対して Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､
研修又は講義の内容に 研修又は講義の内容に 研修又は講義の内容に Ｃ評価：０点
ついてアンケート等を ついてアンケート等を ついてアンケート等を
実施し、その結果を評 実施し、その結果を評 実施し、その結果を評 A:６点
価することにより研修 価することにより、研 価することにより、必 B:３点以上６点未満
又は講義の内容の改善 修又は講義の内容の改 要に応じ、研修又は講 C:３点未満
を図る。 善を図る。 義の内容の改善を図

る。 ・要請に応じた研修の
実施

・アンケート等の実施
・アンケート結果の評
価に基づく研修又は
講義の内容の改善

上記の各事項の評価方法は
以下のとおりとする。
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った



- 50 -

イ 国際協力 イ 国際協力 イ 国際協力 ○国際協力 イ 国際協力 －
輸入土壌改良資材の 輸入土壌改良資材の 輸入土壌改良資材の 【各年度における評価】 要請がなく、

品質保全、海外の品質 品質保全、海外の品質 品質保全、海外の品質 指標＝以下に掲げる事項の評 国際協力は実
管理技術の向上等を図 管理技術の向上等を図 管理技術の向上等を図 価点数の合計 施しなかった。
るため、要請に応じ、 るため、ＪＩＣＡ等の るため、ＪＩＣＡ等の
海外からの研修生の受 要請に応じ、海外から 要請に応じ、海外から 以下に掲げる事項の評価点
入れ、海外への職員の の研修生の受入れ、海 の研修生の受入れ、海 数の区分は以下のとおりとす
派遣等を行う。 外への職員の派遣等を 外への職員の派遣等を る。

行う。また、職員の語 行う。また、職員の語 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､
学力の向上を図るた 学力の向上を図るた Ｃ評価：０点
め、必要に応じＪＩＣ め、必要に応じＪＩＣ
Ａの主催する研修等に Ａの主催する研修等に A:満点×90%以上
職員を派遣する。 職員を派遣する。 B:満点×50%以上かつ満点×

90%未満
C:満点×50%未満

｢満点｣=｢以下に掲げる事項の
うち評価を行う事項数｣×2点

（要請等がなかった場合は、
当該事項の評価は行わな
い ）。

・ＪＩＣＡ等の要請に
応じた海外研修生の
受け入れ

・ＪＩＣＡ等の要請に
応じた海外への職員
の派遣

・必要に応じたＪＩＣ
Ａの研修等への職員
の派遣

上記の各事項の評価方法は
以下のとおりとする。
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

ウ 行政相談への対応 ウ 行政相談への対応 ウ 行政相談への対応 ○行政相談への対応 ウ 行政相談への Ａ
【各年度における評価】 対応

土壌改良資材等関係 土壌改良資材等関係 土壌改良資材等関係 指標＝土壌改良資材等関係業 土壌改良資材
業者、消費者等からの 業者、消費者等からの 業者、消費者等からの 者、消費者等からの土 等関係業者、消
土壌改良資材に係る照 土壌改良資材に係る照 土壌改良資材に係る照 壌改良資材に係る照会 費者等からの土
会・相談への適切な対 会・相談への適切な対 会・相談への適切な対 ・相談への適切な対応 壌改良資材に係
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応を行う。 応を行う。 応を行う。 る照会・相談件
（照会・相談がなかった場合 数は１２０件あ
は、本項目の評価は行わな り、いずれにつ
い ） いても適切な対。

応を行った。
A:適切に対応した
B:概ね適切に対応した
C:適切に対応せず

（３）地力増進法の規定に （３）地力増進法の規定に （３）地力増進法の規定に ○地力増進法の規定による立 （３）地力増進法の規 Ａ
（ ）よる立入検査 よる立入検査 よる立入検査 入検査 定による立入検査 ６点

地力増進法第１７条 地力増進法第１７条 地力増進法第１７条 【各年度における評価】 ア 地力増進法第
の規定による立入検査 に規定する立入検査を に規定する立入検査を 指標＝以下に掲げる事項の評 １７条に規定す
を行うに当たっては、 行うに当たっては、農 行うに当たっては、農 価点数の合計 る立入検査を行
当該立入検査の結果に 林水産大臣の指示に従 林水産大臣の指示に従 うに当たって
ついて、土壌改良資材 い適正に実施する。 い適正に実施する。 以下に掲げる事項の評価点 は、農林水産大
の試験の精度を確保し また、立入検査の結 また、立入検査の結 数の区分は以下のとおりとす 臣の指示に従い
つつ、集中的な試験に 果について、土壌改良 果について、土壌改良 る。 適正に実施し
より試験の迅速化を図 資材の試験の精度の確 資材の試験の精度の確 Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､ た。
り農林水産大臣へ６０ 保を図りつつ、農林水 保を図りつつ、農林水 Ｃ評価：０点 イ 立入検査を極
営業日以内に報告す 産大臣へ６０営業日以 産大臣へ６０営業日以 力当該月の一週
る。 内に報告できるよう、 内に報告できるよう、 間以内に実施

立入検査を集中的に実 集中して試験を実施す A:６点 し、集取品１カ
施し、集取品を集中し ることにより、試験の B:３点以上６点未満 月分を一括して
て試験することによ 迅速化を図る。 C:３点未満 試験することに
り、試験の迅速化を図 より、試験の迅
る。 ・農林水産大臣の指示 速化を図った。 Ａ

の下での立入検査の ウ 全ての立入検
適正な実施 査について、そ

・農林水産大臣への６ の結果を、農林 Ａ
０営業日以内の報告 水産大臣へ６０

・集取品の集中試験の 営業日以内に報 Ａ
実施 告した。

上記の各事項の評価方法は
以下のとおりとする。
A:計画どおり達成した
B:概ね計画どおり達成した
C:計画どおり達成できなか
った

○中期目標・中期計画に記載 Ａ
されている事項以外の特筆
すべき業績
緊急時等の理由による農

林水産省からの指示・要請
に基づく業務
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（別紙のとおり）

第４ 財務内容の改善に関す
る事項
適切な業務運営を行う

ことにより、収支均衡を
図る。

第３ 予算、収支計画及び資 第３ 予算、収支計画及び資 ◎予算、収支計画及び資金計 ○財務諸表 Ａ
金計画 金計画 画

指標＝Ａ評価となった中項目 第３ 予算、収支計画
５年間の総予算 １４年度の総予算 の数 及び資金計画

A:A評価の中項目数２
１０，１９３百万円 ２，５５１百万円 B:A評価の中項目数１ １４年度収入決算額

(又はC評価がない場合) ２，６２７百万円
C:上記のA,B以外の場合

計画外の政府受託収
当該評価を下すに至った経 入等の計画を上回る収

緯、中期目標や中期計画に記 入が生じたことによ
載されている事項以外の業績 り、収入予算に対し７
等特筆すべき事項を併せて記 ６百万円の収入増とな
載する。 った。

○ 経費（業務経費及び一般 １４年度支出決算額 Ａ
管理費）節減に係る取組 ２，５４５百万円

（支出の削減についての具体
的方針及び実績等） 計画外である政府受

託収入等に対応する支
A:取組は十分であった 出の増が発生したが、
B:取組はやや不十分であっ 人件費に要する支出が
た 予定を下回ったこと等

C:取組は不十分であった により、支出予算に対
し６百万円の支出減と

なお、本指標の評価に当た なった。
っては 中期計画に定める 業、 「
務運営の効率化による経費の
抑制」の評価結果に十分配慮
するものとする。

○ 法人運営における資金の Ａ
配分状況

（人件費、業務経費、一般管
理費等法人全体の資金配分
方針及び実績、関連する業

、 ）務の状況 予算決定方式等



- 53 -

A:効果的な資金の配分は十
分であった

B:効果的な資金の配分はや
や不十分であった

C:効果的な資金の配分は不
十分であった

第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額 ◎短期借入金の借入に至った ○財務諸表 －
理由等

２億円 ２億円 第４ 短期借入金の限
（当該年度に係る短期借入金 度額 ２億円

（想定される理由） （想定される理由） について借入に至った理由、
運営交付金の受入が遅 運営交付金の受入が遅 使途、金額、金利、手続、返 短期借入金の借入は

延 延 済の状況と見込み） 生じなかった。

（借入がなかった場合は、本
項目の評価は行わない ）。

A:借入に至った理由等は適
切であった

B:借入に至った理由等はや
や不適切であった

C:借入に至った理由等は不
適切であった

当該評価を下すに至った経
緯、中期目標や中期計画に記
載されている事項以外の業績
等特筆すべき事項を併せて記
載する。

第５ 剰余金の使途 第５ 剰余金の使途 ◎剰余金による成果 ○ 財務諸表 －

肥飼料の検査・分析機 肥飼料の検査・分析機 （当該年度に係る剰余金の使 第５ 剰余金の使途
器及びＩＴ関連機器等に 器及びＩＴ関連機器等に 途について、中期計画に定
充当 充当 めた使途に充てた結果、当 当期総利益として６

該事業年度に得られた成 百万円が生じ、前期繰
果） 越欠損金７百万に補填

した結果、次期繰越欠
A:得られた成果は十分であ 損１百万円を計上し
った た。

B:得られた成果はやや不十
分であった

C:得られた成果は不十分で
あった

当該評価を下すに至った経
緯、中期目標や中期計画に記
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載されている事項以外の業績
等特筆すべき事項を併せて記
載する。

中期計画に定めた剰余金の
使途に充てた年度のみ評価を
行う。

第６ その他農林水産省令で 第６ その他農林水産省令で ◎その他農林水産省令で定め Ａ
定める業務運営に関する 定める業務運営に関する る業務運営に関する事項
計画 計画 指標＝Ａ評価となった中項目

の割合

A:Aの割合90%以上
B:Aの割合50%以上90%未満
(又はC評価がない場合)
C:上記のA,B以外の場合

当該評価を下すに至った経
緯、中期目標や中期計画に記
載されている事項以外の業績
等特筆すべき事項を併せて記
載する。

１ 施設及び設備に関する １ 施設及び設備に関する ○施設及び設備に関する計画 ○ 財務諸表 Ａ
計画 計画
５年間の施設整備費補 １４年度施設整備費補 （中期計画に定められている １ 施設及び設備に関

助金 助金 施設及び設備についての当 する計画
該事業年度における改修・

１６２百万円 ２７，６２６千円 整備前後の業務運営の改善 １４年度施設整備費
の成果） 補助金決算額

業務の適切かつ効率的 業務の適切かつ効率的
な実施の確保のため、業 な実施の確保のため、業 A:改善の成果は十分であっ ２８百万円
務実施上の必要性及び既 務実施上の必要性及び既 た
存の施設・設備の老朽化 存の施設・設備の老朽化 B:改善の成果はやや不十分 肥飼料検査所大阪事
等に伴う施設及び設備の 等に伴う施設及び設備の であった 務所実験室改修工事外
整備・改修等を計画的に 整備・改修等を計画的に C:改善の成果は不十分であ １件の整備・改修工事
行う｡ 行う｡ った を計画に従い実施し

た。

２ 職員の人事に関する計 ２ 職員の人事に関する計 ○職員の人事に関する計画 Ａ
（ ）画 画 【各年度における評価】 ６点

指標＝各小項目の評価点数の
合計

各小項目の評価点数の区分
は以下のとおりとする。
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Ａ評価：２点､Ｂ評価：１点､
Ｃ評価：０点

A:６点
B:３点以上６点未満
C:３点未満

（１）方針 （１）方針 ◇職員の人事に関する方針 リスク管理、リスク Ａ
既存業務の効率化を推 新たな課題に対応する 指標＝人員の適正配置、必要 コミュニケーション等

進することにより人員の ため、今後における人員 な人員の確保 の新たな課題に対応す
適正な配置を進めるとと の適正な配置について検 るため、今後における
もに、汚泥肥料等の廃棄 討する。 A:計画どおり順調に実施され 人員配置について検討
物由来の肥料、組換え体 た した。また、必要な人
利用飼料の検査等新たな B:概ね計画どおり順調に実施 員を確保するための予
課題への対応に必要な人 された 算・定員要求を行っ
員を確保する。 C:計画どおり実施されなかっ た。

た

（２）人員に関する指標 （２）人員に関する指標 ◇人員に関する指標 ○組織規程 Ａ
期末の常勤職員数を期 年度末の常勤職員数を 指標＝年度末の常勤職員数 年度末常勤職員数

初の９９%とする。 年度当初の常勤職員数と １３８人
同数とする｡ A:計画どおり順調に実施され 人件費決算

た
（参考） （参考） B:概ね計画どおり順調に実施
期初の常勤職員数 年度当初の常勤職員数 された １,０２９百万円

１３９人 １３８人 C:計画どおり実施されなかっ
期末の常勤職員数の見 年度末の常勤職員数 た

込み １３７人 １３８人
各年度の年度計画において

人件費総額見込み 人件費総額見込み 規定されている具体的目標に
基づき、達成度合いを評価す

５,３７５百万円 １，０９６百万円 る。

（３）その他、人材の確保、 (３）その他、人材の確保、 ◇その他人材の確保、人材の ○職員採用・異動状況 Ａ
人材の養成などについて 人材の養成などについて 養成 ４人採用
の計画 の計画 指標＝職員の任用、研修への （うち女性３人）
人事院主催の国家公務 人事院主催の国家公務 職員の参加、国の機関 他機関との交流

員採用試験合格者名簿か 員採用試験合格者名簿か 等との人事交流の実施 転出１８人
ら、職員を任用するとと ら、職員を任用するとと 状況状 転入１７人
もに、国等が行う研修へ もに、国等が行う研修へ
の職員の参加、国の機関 の職員の参加、国の機関 A:計画どおり順調に実施され ○研修参加等の実績
等との人事交流により、 等との人事交流により、 た 参加３８人
職員の資質の向上を図 職員の資質の向上を図 B:概ね計画どおり順調に実施 一般研修１６人
る。 る。 された 技術研修２２人

C:計画どおり実施されなかっ
た
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緊急時等の理由による農林水産省からの指示・要請に基づく業務 別紙

評価結果農林水産省からの要請に基づく業務 評価指標及び評価方法等 事業年度報告

指標＝Ａ評価となった項目の Ａ
数

A:A評価の項目数１９以上
B:A評価の項目数１０～１８
(又はC評価がない場合)
C:上記のA,B以外の場合

１ 分析関係業務 指標＝分析の実施 １ 分析関係業務
（１）代用乳（子牛用飼料）等のミネラル量を分析する。 （１）４例のBSE発生 Ａ

A:要請どおり実施した 牛に共通して給与
B:概ね要請どおり実施した されている代用乳
C:実施できなかった 等のミネラルの含

有実態調査につい
て要請があり、市
販の代用乳等のミ
ネ ラルの含有実
態を調査し、報告
した。

（業務実績）
試料数 ７点
分析（鑑定）項目

６項目
分析（鑑定）点数

４２点

２ 英国産のオキシテトラサイクリン 飼料用抗生物質 中の血粉由来ＤＮＡを確認する （２）英国産のオ Ａ（ ） （ ） 。
キシテトラサイク
リン（精製 級）
の製造用培地に羊
に由来する血粉が
使用されている事
実が判明し、これ
らに 係る事実関
係の調査について
要請があり、当該
抗生物質の原材料
を調査するとと
もに、PCR法によ
り動物由来DNAの
有無を確認し、報
告した。
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（業務実績）
試料数 １点
分析（鑑定）項目

４項目
分析（鑑定）点数

８点
（予備試験含む）

（３）肉骨粉セメント化のために肉骨粉焼却灰のたん白質残留検査を行う。 （３）肉骨粉の焼却処 Ａ
理条件の妥当性を
確認するため、肉
骨粉焼 却灰中の
ほ乳動物由来たん
白質の残留に関す
る検査の実施につ
いて要請があり、
PCR法により肉骨
粉焼却灰中の動物
由来DNAの有無を

、 。確認し 報告した
（業務実績）
試料数 ２点
分析（鑑定）項目

２項目
分析（鑑定）点数

４点

（４）飼料用焼成牛骨灰のたん白質を分析する。 （４）飼料安全法に係 Ａ
る検査の信頼性を
確保する観点か
ら、焼成牛骨灰中
のたん白質の定量
試験の実施につい
て要請があり、Lo
wry法により当該
飼料中のたん白質
の含量を分析し、
報告した。

（業務実績）
試料数 １点
分析（鑑定）項目

１項目
分析（鑑定）点数

１点

（５）エンドファイト（粗飼料中の有害物質）による牛の事故に対応した分析を行う。 （５）家畜中毒事故発 Ａ
生農家で給与され
ていた輸入乾牧草
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中の毒素の定量試
験の実施について
要請があり、液体
クロマトグラフ法
により当該飼料中
の毒素の含量を分
析し、報告した。

（業務実績）
試料数 １２点
分析（鑑定）項目

２項目
分析（鑑定）点数

２４点

２ 調査研究 指標＝調査研究の実施 ２ 調査研究
（１）飼料用動物性油脂のサンプリング方法に関する調査を行う。 （１）飼料用動物性油 Ａ

A:要請どおり実施した 脂の検査の信頼性
B:概ね要請どおり実施した を確保する観点か
C:実施できなかった ら、サンプリング

方法の検討につい
て要請があり、飼
料用動物性油脂を
輸送するタンクロ
ーリー車からのサ
ンプリング方法を
検討し、サンプリ
ング方法（案）を
取りまとめ報告し
た。

（業務実績）
調査等出張 ４人日
調査箇所件数 １件
分析（鑑定）項目

１項目
分析（鑑定）点数

８点

（２）貯蔵サイロからのとうもろこしのサンプリング方法に関する調査を行う。 （２）遺伝子組換え体 Ａ
利用飼料の検査の
信頼性を確保する
観点 から、国際
的に整合性のとれ
た方法によるとう
もろこしのサンプ
リング方法の検討
について要請があ
り、他法令（食品
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衛生法等）に基づ
くサンプリングの
実態等を調査し、
サイロからのとう
もろこしのサンプ
リング方法（案）
を取りまとめ、
報告した。

（業務実績）
調査等出張 ５人日
調査箇所件数 ２カ所
分析（鑑定）項目
分析（鑑定）点数

（試行採取２点）

（３）梱包乾牧草のサンプリング方法に関する調査を行う。 （３）梱包乾牧草等の Ａ
検査の信頼性を確
保する観点から、
国際的に整合性の
とれたサンプリン
グ方法の検討につ
いて要請があり、
採取用ドリル等を
用いた乾牧草のサ
ンプリング精度等
を検討し、梱包乾
牧草のサンプリン
グ方法（案）を取
りまとめ、報告し
た。

（業務実績）
調査等出張 ２人日
調査箇所件数 ２件
分析（鑑定）項目

２項目
分析（鑑定）点数

２７点

（４）飼料用動物性油脂中のコレステロールの分析法に関する調査を行う。 （４）反すう動物用飼 Ａ
料の製造工程に反
すう動物由来油脂
が残留していない
ことを確認する必
要があるため、こ
れらを検証する方
法の検討について
要請があり、動物
性油脂に含まれる
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コレステロールに
着目し、ガスクロ
マトグラフ法によ
るコレステロール
の分析法（案）を
取りまとめ、報告
した。

（業務実績）
調査等出張 ８人日
試料数 ３０点
分析（鑑定）項目

１項目
分析（鑑定）点数

３０点

（５）飼料用脱脂粉乳中のクロラムフェニコール（抗生物質）の定量方法に関する調査を行 （５）EUからロシア産 Ａ
う。 の脱脂粉乳中から

クロラムフェニコ
ール（抗生物質）
が検出されたとの
情報提供があった
ことを踏まえ、我
が国に輸入される
脱脂粉乳中のクロ
ラムフェニコール
の分析法を早急に
整備するため、ク
ロラムフェニコー
ルの定量法の検討
について要請があ
り、食肉中のクロ
ラムフェニコール
の定量法を参考に
定量法を検討し、
その概要を報告し
た。

（業務実績）
調査等出張 ４人日
試料数 ２８点
分析（鑑定）項目

１項目
分析（鑑定）点数

２８点

（６）生菌剤飼料の薬剤耐性因子の伝達性に関する確認試験を行う。 （６）生菌剤の耐性因 Ａ
子の伝達に係る調
査について要請が
あり、耐性因子の
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伝達に関する調査
を実施し、その結
果を報告した。

（業務実績）
調査等出張 １人日
試料数 １点
分析（鑑定）項目

１項目
分析（鑑定）点数

１０点
（予備試験含む）

（７）デストマイシンＡ製造原体（飼料用抗生物質）の含有比率に関する確認試験を行う。 （７）デストマイシン Ａ
Ａの新たな分析法
の確立及び新たな
分析法の精度の検
討等について要請
があり、定量法に
ついて検討し、報
告した。

（業務実績）
試料数 ３点
分析（鑑定）項目

１項目
分析（鑑定）点数

１０点
（予備試験含む）

（８）組換え体利用飼料の安全性確認の法的義務化に伴う組換え体利用飼料の検査方法の確 （８）組換え体利用飼 Ａ
立を行う。 料については、我

が国と同等の安全
性審査制度を有す
る外国政府の審査
により安全性が確
認された飼料の混
入許容基準が設定
されることから、
その混入率の検査
方法の作成につい
て要請があり 組、「
換えＤＮＡ技術応
用飼料の検査方
法」を作成の上、
報告した。

（業務実績）
調査等出張 １人日
検討期間
平成１５年１月１４
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日～３月２５日
人員 １名

（９）厚生労働省が策定するデオキシニバレノール（かび毒）の分析法に係る共同研究分析 （９）厚生労働省が暫 Ａ
へ参画する。 定的に設定したデ

オキシニバレノー
ル（かび毒）の分
析法の改良等のた
め、共同研究への
参加について要請
があり、共同分析
試験に参加すると
ともに、厚生科学
特別研究カビ毒研
究班会議に出席
し、今後の、分析
法開発に係る共同
分析の実施等につ
いて意見交換を行
った。

（業務実績）
調査等出張 ２人日
試料数 ３２点
分析（鑑定）項目

１項目
分析（鑑定）点数

３２点

（10）輸入飼料への農薬等の混入実態に関する調査を行う。 （10）我が国で使用が Ａ
認められていない
無登録農薬が輸入
飼料穀物に使用さ
れているのではな
いかとの問題が提
起されたこと等を
踏まえ、農林水産
省の委託費による
輸入飼料中への農
薬等の混入実態に
関する緊急実態調
査について要請が
あり、これを実施
し報告した。

（業務実績）
調査等出張 ３３人日
試料数 ４１０点
分析（鑑定）項目

２０項目
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分析（鑑定）点数
１，６６７点

（11）たい肥及び敷草等に含有する有機塩素系農薬の分析法の開発を行う。 （11）古畳のわら、敷 Ａ
草及びたい肥等の
肥料中の有機塩素
系農薬について
は、実態が明らか
でないことから、
当該調査について
の要請があったた
め、分析法の開発
を行った。

（業務実績）
調査等主張 ２人日
検討期間
平成１４年６月４日
～平成１５年３月３
１日

人員 ２名

（12）たい肥及び敷草等に含有する有機塩素系農薬の実態調査を行う。 （12）開発を行った分 Ａ
析法を用いて、た
い肥等に含有する
有機塩素系農薬の
含有実態調査を行
った。

（業務実績）
試料数 １２０点
分析（鑑定）項目

１９項目
分析点数

２，２８０点

３ その他 指標＝その他要請の実施 ３ その他
（１）組換え体利用飼料の安全性確認の法的義務化に伴う再審査事務を行う。 （１）組換え体利用飼 Ａ

A:要請どおり実施した 料の安全性確認の
B:概ね要請どおり実施した 法的義務化に伴
C:実施できなかった い、安全性評価指

針により安全性が
確認された品種に
ついて、新たな法
に基づく基準に則
していることの再
確認について要請
があり、再確認審
査書類の技術的内



- 64 -

容の検討等を行
い、報告した。

（業務実績）
調査等出張 ２人日
審査件数 ３０件
審査期間
平成１４年８月１日
～平成１４年１０月
３１日

作業担当人員 １名

（２）牛用配合飼料中の動物由来たん白質混入に関する調査を行う。 （２）都道府県が実施 Ａ
した検査において
牛用配合飼料への
動物性たん白質の
混入が疑われる事
例が認められたこ
とから、動物由来
たん白質の混入の
有無に係る検証に
ついて要請があ
り、当該製造工場
の製造工程の現地
調査及び動物由来
たん白質の分析を
実施し、同工場に
おける動物性たん
白質の混入の可能
性を検証の上、そ
の結果を報告し
た。

（業務実績）
調査等出張 ２人日
試料数 ５点
分析（鑑定）項目

３項目
分析（鑑定）点数

１６点

（３）飼料検査業務へのＧＬＰ（適正試験基準）導入のための調査を行う。 （３）飼料安全法の検 Ａ
査品の試験結果に
ついて、より一層
の信頼性の確保を
図る必要があるた
め、飼料検査業務
にGLP等の制度を
導入するための調
査について要請が
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あり、OECD－GLP
やISO等の信頼性
保証制度の調査及
び飼料検査への適
用に関する技術的
な問題の検証等を
行った。

（業務実績）
調査等出張 ５１人日
調査項目件数 ３件
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［総合評価］

評価に当たっての考え方 評価結果及びその要因等

上記各項目ごとの評価を踏まえつつ、 ＜評価を行うに至った経緯＞
・当該評価を行うに至った経緯や特殊事情 平成１４年度の業務実績評価を行うに当たっては、平成１３年度業務実績の評価結果におけ
・中期目標や中期計画に記載されている事項以外の業績そ る総務省政策評価・独立行政法人評価委員会からの意見等を踏まえ、独立行政法人肥飼料検査
の他の特筆すべき事項 所から提出された自己評価シート及び補足資料を基に、検査所の役員等から各業務についての

等も総合的に勘案して、評価を行うものとする。 詳細なヒアリングを行い、評価基準に基づき業務実績の評価を行った。
なお、必要がある場合には、業務の適正化を図るために講

ずべき措置等も併せて記載するものとする。 ＜評価結果＞
年度計画に定められている業務について、評価基準に基づき評価を行った結果はＡ評価であ

る。
また、年度計画に定められていない緊急時等の理由による農林水産省からの指示・要請に基

づく業務については、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置の一つとして、可能な限り定量的な業務の把握に努め、中項目レベ
ルでの評価を行った結果、機動的な対応が図られ、かつ、質的及び量的な面においても高く評
価できるものである。
他方、平成１４年度から評価を行うこととされた業務運営の効率化による経費の抑制につい

ては、対前年比で1.6％という計画を上回る経費の抑制がなされており、年度計画に定められ
ていない緊急要請業務の実施を踏まえても大変評価できるものである。
これらの業務を加味した独立行政法人肥飼料検査所の平成１４年度業務実績に関する総合評

価としてはＡと評価する。

＜今後の業務の適正化を図るために講ずべき措置等＞
食の安全・安心に対する国民の関心の高まりから、食品となる農林水産物の生産に用いられ

る肥料及び飼料等の安全性確保についての重要性は一層高まっており、今後ともこれらの検査
等を行うことにより、品質保全を図っている独立行政法人肥飼料検査所の予算、人員の確保等
実施体制の強化に努められたい。


